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(57)【要約】
止血を達成し、胃前庭部毛細血管拡張症（ＧＡＶＥ），
門脈圧高進症性胃疾患（ＰＨＧ），放射線誘発性のプロ
クトパシー及び結腸疾患，動静脈の奇形および血管の異
形成で起こるような、慢性的に出血する障害を根絶する
ために、消化管の領域のアブレーションをもたらす装置
および方法が提供されている。アブレーションは、典型
的には、広範囲の方式で、接合的な凝固を達成するため
に十分な圧力と組み合わされて提供される。本発明で提
供されるように、アブレーションは、粘膜で始められ、
制御されたやり方で消化管内へより深く浸透する。アブ
レーション制御は、電極の設計およびサイズ，エネルギ
ー密度，パワー密度，適用の回数，適用のパターン及び
圧力によって行うことができる。制御は、また、対象領
域内の或る組織にはアブレーションを施すが、一部につ
いては実質的に影響されないまま残る断片的なアブレー
ションによってもたらされるかも知れない。装置の実施
形態は、３６０度に及ぶアブレーション電極配列ならび
に３６０度よりも小さい円弧にわたる電極配列を含んで
いる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　消化管内の出血領域を治療する方法であって、
　前記出血領域を特定するステップと；
　前記消化管内において、前記出血領域内の対象部位に近接して治療装置を位置させるス
テップと；
　前記出血領域内の血管内の血液量を減少せしめるために、前記出血領域に圧力を加える
ステップと；
　前記領域への加圧を継続しながら、非外科的な止血治療を施すステップと、
を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記特定するステップは内視鏡を用いて実行される、ことを特徴とする請求項１に記載
の方法。
【請求項３】
　前記特定するステップ，前記位置させるステップ，前記圧力を加えるステップ及び前記
実行するステップは、単一の内視鏡治療の間に行われる、ことを特徴とする請求項１に記
載の方法。
【請求項４】
　その上に取り付けられた止血治療装置を有する器具を、前記特定するステップの前に、
前記消化管内へ挿入するステップと；
　前記止血治療を施すステップの後に、前記器具を取り外すステップと、
を更に備えることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記非外科的な止血治療を施すステップは、前記対象部位にエネルギーを加えるステッ
プを含んでいる、ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記エネルギーは無線周波数エネルギーである、ことを特徴とする請求項５に記載の方
法。
【請求項７】
　前記対象部位にエネルギーを加えるステップは、前記対象部位内の組織表面を横切るエ
ネルギー供給を制御することを含んでいる、ことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記対象部位にエネルギーを加えるステップは、前記対象部位内の組織層内へのエネル
ギー供給の深さを制御することを含んでいる、ことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項９】
　前記対象部位にエネルギーを加えるステップは、１回よりも多くエネルギーを加えるこ
とを含んでいる、ことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項１０】
　前記対象部位にエネルギーを加えるステップは、出血領域内の１箇所よりも多い対象部
位にエネルギーを加えることを含んでいる、ことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項１１】
　前記対象部位に非外科的な止血治療を施すステップは、前記対象部位に低温治療を施す
ことを含んでいる、ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記低温治療を施すことは、前記対象部位に低温流体を噴霧することを含んでいる、こ
とを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記低温治療を施すことは、前記対象領域から、装置内に収容された低温流体へ、熱を
引き出すことを含んでいる、ことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
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　前記位置させるステップは、前記装置のアブレーション構造を、前記出血領域内の対象
部位と治療上の接触状態にするために、移動させることを含んでいる、ことを特徴とする
請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記アブレーション構造を移動させることは、バルーン部材を膨張させること，撓み部
材を拡張させること，撓み部材を移動させること或いは拡張可能部材を拡張させること、
の何れかを含んでいる、ことを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記出血領域に圧力を加えるステップは、約１psigから約１５psigの圧力を加えること
を含んでいる、ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記出血領域に圧力を加えるステップは、約３psigから約７psigの圧力を加えることを
含んでいる、ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記出血領域に圧力を加えるステップは、約４psigの圧力を加えることを含んでいる、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　消化管内の出血領域内の対象部位にアブレーションを用いて治療を施す方法であって、
　前記出血領域内の血管内の血液量を減少せしめるために、前記出血領域に圧力を加える
ステップと；
　消化管の隣接している半径方向部位である対象領域内の組織表面に、無線周波数エネル
ギーを供給するステップと；
　前記対象領域内の組織表面を横切り、前記対象領域内の組織の深部への、無線周波数エ
ネルギーの供給を制御するステップと、
を備えることを特徴とする方法。
【請求項２０】
　前記出血領域は、急性の出血部位，慢性の出血部位，若しくは出血する傾向があるとし
て特定された部位の何れかの部位である、ことを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記急性の出血部位は、食道内の出血性静脈瘤，胃または十二指腸の潰瘍内の露出した
出血中の血管，若しくは腸内の動静脈奇形の何れかを含む、ことを特徴とする請求項２０
に記載の方法。
【請求項２２】
　前記慢性の出血部位は、胃前庭部毛細血管拡張症（ＧＡＶＥ），放射線誘発性のプロク
トパシー及び結腸疾患，門脈圧高進症性胃疾患（ＰＨＧ），血管の異形成、小規模の動静
脈の奇形（ＡＶＭ），若しくは小規模の出血性潰瘍の何れかを含む、ことを特徴とする請
求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
　前記対象領域内の組織表面を横切って前記対象領域内の組織の深部への無線周波数エネ
ルギーの供給を制御するステップは、対象組織の表面の一部分にアブレーションを達成す
るに十分な無線周波数エネルギーを供給し、対象組織の表面の他の部分へはアブレーショ
ンを達成するには不十分なエネルギーしか供給しないことを含む、ことを特徴とする請求
項１９に記載の方法。
【請求項２４】
　組織の深部への無線周波数エネルギーの供給を制御することは、アブレーションを達成
するに十分なエネルギーが表面付近の１つ若しくはそれ以上の組織層に供給され、他のよ
り深い層にはアブレーションを達成するには不十分なエネルギーしか供給されないように
、組織表面からの無線周波数エネルギーの供給を制御することを含む、ことを特徴とする
請求項１９に記載の方法。
【請求項２５】
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　対象領域表面を横切っての無線周波数エネルギーの供給を制御することは、或る電極間
の間隔はアブレーションを行うに十分なエネルギーの伝達を許容するように十分に近接し
ており、他の電極間の間隔はアブレーションを行うに十分なエネルギーの伝達を許容する
には不十分にしか近接していないように、電極パターンを構成することを含んでいる、こ
とを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項２６】
　対象領域表面を横切っての無線周波数エネルギーの供給を制御することは、或る電極間
に供給されるエネルギーがアブレーションを行うに十分であり、或る電極間にはアブレー
ションを行うに十分なエネルギーは供給されないように、電極パターンを操作することを
含む、ことを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項２７】
　粘膜表面で始まり器官の壁部内へ放散するエネルギーの供給を制御することは、上皮層
内の血管の或る部分にアブレーションを施すことを含んでいる、ことを特徴とする請求項
１９に記載の方法。
【請求項２８】
　粘膜表面で始まり器官壁部の層内へ放散するエネルギーの供給を制御することは、上皮
層内および固有層内の血管の或る部分にアブレーションを施すことを含んでいる、ことを
特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項２９】
　粘膜表面で始まり器官の壁部内へ放散するエネルギーの供給を制御することは、上皮層
内，固有層内および粘膜筋層内の血管の或る部分にアブレーションを施すことを含んでい
る、ことを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項３０】
　粘膜表面で始まり器官の壁部内へ放散するエネルギーの供給を制御することは、上皮層
内，固有層内，粘膜筋層内および粘膜下層内の血管の或る部分にアブレーションを施すこ
とを含んでいる、ことを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項３１】
　粘膜表面で始まり器官の壁部内へ放散するエネルギーの供給を制御することは、上皮層
内，固有層内，粘膜筋層内，粘膜下層内および筋固有層内の血管の或る部分にアブレーシ
ョンを施すことを含んでいる、ことを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項３２】
　前記対象領域内の組織表面を横切って前記対象領域内の組織の深部への無線周波数エネ
ルギーの供給を制御するステップは、消化管の組織層内で部分的なアブレーションを達成
することを含む、ことを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項３３】
　無線周波数エネルギーを供給するステップは、アブレーション構造の周りに３６０度に
わたって周状に構成された電極パターンによるものである、ことを特徴とする請求項１９
に記載の方法。
【請求項３４】
　前記アブレーション構造からエネルギーを供給することは、３６０度よりも小さい弧状
部分内にアブレーションが焦点を合わされるように、前記３６０度の周状体を介して非対
称的にエネルギーを伝達することを含んでいる、ことを特徴とする請求項３３に記載の方
法。
【請求項３５】
　無線周波数エネルギーを供給するステップは、アブレーション構造の周りに３６０度よ
りも小さい弧状部分を通じて周状に構成された電極パターンによるものである、ことを特
徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項３６】
　エネルギーを供給するステップの後の或る時間上のポイントで、対象領域の状態を測定
するために、前記対象領域を評価するステップを更に備えることを特徴とする請求項１９



(5) JP 2010-532702 A 2010.10.14

10

20

30

40

50

に記載の方法。
【請求項３７】
　前記部位の治療後直ぐの状態を評価するために、前記評価するステップは、エネルギー
の供給後の近接した時間内に行われる、ことを特徴とする請求項３６に記載の方法。
【請求項３８】
　前記評価するステップはエネルギー供給の少なくとも１日後に行われる、ことを特徴と
する請求項３６に記載の方法。
【請求項３９】
　エネルギー供給ステップは１回よりも多く実行される、ことを特徴とする請求項１９に
記載の方法。
【請求項４０】
　制御システムによって制御されるエネルギー源から伝達のためのエネルギーを得るステ
ップを更に備える、ことを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項４１】
　前記エネルギー源は発電機である、ことを特徴とする請求項４０に記載の方法。
【請求項４２】
　特定のパワー，パワー密度，エネルギー，エネルギー密度，回路インピーダンス，若し
くは組織温度の何れかを与えるために、エネルギー伝達をフィードバック制御するステッ
プを更に備える、ことを特徴とする請求項４０に記載の方法。
【請求項４３】
　消化管内へアブレーション構造を進行させるステップであって、前記構造上には非貫通
型の電極パターンがあり、前記構造は器具で支持されている、ステップと；
　前記アブレーションを対象領域に近接して位置させるステップと；
　エネルギーを供給するに先立って、前記アブレーション構造を、対象領域上に治療上の
接触をさせるために、対象領域の表面の方に向かって移動させるステップと、
を更に備えることを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項４４】
　前記移動させるステップは、バルーン部材を膨張させることを含んでいる、ことを特徴
とする請求項４３に記載の方法。
【請求項４５】
　前記移動させるステップは、撓み部材を拡張させることを含んでいる、ことを特徴とす
る請求項４３に記載の方法。
【請求項４６】
　前記移動させるステップは、撓み部材を移動させることを含んでいる、ことを特徴とす
る請求項４３に記載の方法。
【請求項４７】
　前記移動させるステップは、拡張可能部材を拡張させることを含んでいる、ことを特徴
とする請求項４３に記載の方法。
【請求項４８】
　前記移動させるステップに続く位置固定ステップを更に含んでいる、ことを特徴とする
請求項４３に記載の方法。
【請求項４９】
　前記位置固定ステップは、前記構造とアブレーション部位との間に吸引を生み出すこと
を含んでいる、ことを特徴とする請求項４８に記載の方法。
【請求項５０】
　前記位置させるステップに先立って対象領域を評価するステップを更に備え、該評価す
るステップは対象領域の状態を測定するものである、ことを特徴とする請求項４３に記載
の方法。
【請求項５１】
　多数の対象領域が治療され、当該方法は、第１対象領域に対して、前記位置させるステ
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ップ，前記移動させるステップ及びエネルギーを伝達するステップを備え、更に、前記ア
ブレーション構造を患者から取り外すことなく、他の対象領域に対して、前記位置させる
ステップ，前記移動させるステップ及びエネルギーを伝達するステップを備える、ことを
特徴とする請求項４３に記載の方法。
【請求項５２】
　消化管内の出血領域内の対象部位を治療するアブレーション・システムであって、
　複数の電極を含む電極パターンと；
　前記電極パターンを支持する長手方向の支持部材と；
　発電機に繋がったコンピュータ・コントローラであって、前記発電機に複数の電極へエ
ネルギーを供給するよう指示するプログラミングを有し、該プログラミングは電極のサブ
セットへのエネルギー供給を指示する機能を含んでおり、前記パターンの電極は、前記発
電機からエネルギーを受け取り、組織の対象領域と治療上の接触状態にあるときには、前
記対象領域の表面を横切り組織表面から深い組織層へのエネルギー供給が制御されるよう
に構成されている、コンピュータ・コントローラと、
を備えることを特徴とするアブレーション・システム。
【請求項５３】
　前記出血領域は、食道内の出血性静脈瘤，胃または十二指腸の潰瘍内の露出した出血中
の血管，若しくは腸内の動静脈奇形の何れかを含む、ことを特徴とする請求項５２に記載
のアブレーション・システム。
【請求項５４】
　前記出血領域は、胃前庭部毛細血管拡張症（ＧＡＶＥ），放射線誘発性のプロクトパシ
ー及び結腸疾患，門脈圧高進症性胃疾患（ＰＨＧ），血管の異形成、小規模の動静脈の奇
形（ＡＶＭ），若しくは小規模の出血性潰瘍の何れかを含む、ことを特徴とする請求項５
２に記載のアブレーション・システム。
【請求項５５】
　前記電極パターンは、長手軸を有すると共に、この長手軸に直交する完全に周状の表面
を形成し、前記パターンは、消化管内部の対象領域の組織に接触するために大きさが設定
されている、ことを特徴とする請求項５２に記載のアブレーション・システム。
【請求項５６】
　前記電極パターンは、その長手軸に直交する部分的に周状の表面を形成し、前記パター
ンは、消化管内部の対象領域の組織に接触するために大きさが設定されている、ことを特
徴とする請求項５２に記載のアブレーション・システム。
【請求項５７】
　前記電極パターンは約１８０度の弧状部分を形成する、ことを特徴とする請求項５６に
記載のアブレーション・システム。
【請求項５８】
　前記電極パターンは約９０度の弧状部分を形成する、ことを特徴とする請求項５６に記
載のアブレーション・システム。
【請求項５９】
　プログラミングが、前記発電機に全ての電極へエネルギーを供給するよう指示すると、
電極パターンは、対象組織領域に治療的に接触すると、対象領域内の組織の一部分にアブ
レーションを施すが、前記対象領域内の組織の他の部分にはアブレーションを施さないよ
うに、電極要素がパターン状に分布している、ことを特徴とする請求項５２に記載のアブ
レーション・システム。
【請求項６０】
　前記プログラミングは、対象組織領域に治療的に接触すると、対象領域内の組織の一部
分にアブレーションを施すが、前記対象領域内の組織の他の部分にはアブレーションを施
さないパターンを形成する電極要素のサブセットに対して、エネルギーを供給するよう指
示する、ことを特徴とする請求項５２に記載のアブレーション・システム。
【請求項６１】
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　アブレーションを施された組織の一部分は、少なくとも部分的に機能不全にされ、組織
のアブレーションが施されていない部分は機能性を維持している、ことを特徴とする請求
項６０に記載のアブレーション・システム。
【請求項６２】
　患者の消化管内の対象部位の血管組織のためのアブレーション・システムであって、
　器具によって支持されたアブレーション構造と；
　アブレーション支持構造上の非侵襲的な電極パターンであって、対象組織の表面の一部
分がアブレーションを達成するに十分な無線周波数エネルギーを受け取り、対象組織の表
面の他の部分はアブレーションを達成するには不十分なエネルギーしか受け取らないよう
に、対象組織へのエネルギー供給を制御するように構成された電極パターンと；
　前記器具によって支持された手段であって、前記アブレーション構造を対象領域の組織
と治療上の接触をするように持ち来す手段と、
を備えることを特徴とするアブレーション・システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
　この出願は、２００７年７月６日付けで出願された「非バレット粘膜のアブレーション
疾病対象」と題する、Utley, Wallace及びGerberdingによる米国仮出願第60/958,566号に
基づく優先権を主張するものである。
【０００２】
　本願は、共同して譲渡された、２００３年２月１９日に出願され、２００３年８月２１
日に米国特許公開第2003/0158550号として公開された、「人の食道内の異常組織を治療す
る方法」と題する米国特許出願第10/370,645号、及び２００５年１１月２３日に出願され
、２００７年５月２４日に米国特許公開第2007/0118106号として公開された、「精密アブ
レーション方法」と題する米国特許出願第11/286,444号の全体を組み込むものである。
　更に、以下の共同して譲渡された米国特許出願が、参照することにより、その全体がこ
こに組み込まれる：「肥満およびその他の胃腸状態を治療するためのシステム及び方法」
と題する米国特許出願第10/291,862号、「人の食道内の異常組織を治療する方法」と題す
る米国特許出願第10/370,645号、「精密アブレーション装置」と題する米国特許出願第11
/286,257号、「自動位置合わせ式アブレーション装置およびその使用方法」と題する米国
特許出願第11/275,244号、「精密アブレーション装置」と題する米国特許出願第11/286,4
44号、「組織アブレーションのためのシステム」と題する米国特許出願第11/420,712号、
「低温式組織アブレーションのための方法」と題する米国特許出願第11/420,714号、「真
空補助式組織アブレーションのための方法」と題する米国特許出願第11/420,719号、「組
織アブレーションのための方法」と題する米国特許出願第11/420,722号、「胃食道逆流症
を治療するための手術器具および技法」と題する米国特許出願第11/469,816号。
　この出願は、更に、２００８年５月２日に出願された「肥満治療のための胃腸管のアブ
レーション」と題する米国特許出願第12/114,628号、及び２００８年６月２０日に出願さ
れた「変化する大きさの管腔組織表面へのアブレーション・エネルギー伝達を標準化する
ための電気的手段」と題するWallance等の米国特許出願第12/143,404号の全体を組み込む
ものである。
【０００３】
（参照による組み込み）
　この明細手中で述べられた全ての刊行物，特許および特許出願は、あたかも、個々の刊
行物，特許または特許出願が、特別にまた個々に、参照することにより組み込まれるのと
同程度に、参照することによってここに組み込まれる。
【０００４】
（発明の分野）
　本発明は、例えば、消化管の出血状態を伴った患者の消化管部分を、出血を制御し（つ
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まり止血を達成し）及び／又は出血傾向がある障害部位を根治するために治療する装置お
よび方法など、内視鏡による治療装置および治療方法に関する。
【背景技術】
【０００５】
　消化管の管壁内に含まれる血管から消化管の管腔内へ出血が起こる場合がある。このよ
うな出血は、異常であり、或る種の疾病状態や解剖学的な異常性と関係しているかも知れ
ない。出血が起こると、吐血あるいは直腸からの排血を伴う緊急事態になり得る。これら
の場合には、患者の罹患および死亡を回避するために、しばしば、輸血と一緒に、緊急の
内視鏡を用いた又は外科的な治療介入が必要である。門脈圧高進症に関係した食道内の出
血性静脈瘤、胃潰瘍または十二指腸潰瘍内の露出した血管、或いは内臓内の破裂してしま
った動静脈の奇形（無秩序な血管の集まり）などが、例として含まれる。
【０００６】
　慢性貧血をもたらし、視認できる異常性を焼灼するのに連続した内視鏡治療法の介入の
必要性をもたらす、慢性で重症度がより低い出血を伴った、他の出血部位があるかも知れ
ない。このような場合には、恒久的に止血するのに内視鏡的な治療介入は理想的ではない
ので、しばしば、長期間の輸血療法を必要とする。その独特の胃病変の外観のためにスイ
カ胃（watermelon stomach）として知られる胃前庭部毛細血管拡張症（ＧＡＶＥ：Gastri
c Antral Vascular Ectasia）、放射線誘発性のプロクトパシー（proctopathy）及び結腸
疾患、門脈圧高進症性胃疾患（ＰＨＧ：Portal hypertensive gastropathy）、血管の異
形成、小さい動静脈の奇形（ＡＶＭ：Arteriovenous Malformation）、及び小さい出血性
潰瘍などが、例として含まれる。
　これらのより慢性的な異常性の多くに共通の所見は、消化管の管壁内、特に粘膜層およ
び粘膜下組織層、に含まれる血管の存在であり、これらは、標準よりも大きく、標準より
も浅在性で、もつれており、無秩序で、及び／又は消化管の管腔に露出しており、従って
、標準よりも食物や大便の排泄によってより傷付きやすい。これらの特徴の組み合わせの
せいで、これらの血管は、慢性的に消化管の管腔内へ出血する傾向があり、それにより、
慢性管理が必要とされる。
【０００７】
　患者が吐血あるいは直腸から排血し、心臓血管系への影響がある、急性の出血の重大な
症状の発現は、通常、内視鏡的な治療または外科的な治療および輸血を用いて緊急に処理
される。典型的には、これらの事象は、破裂して管腔内へ多量に出血している大血管に関
連している。
　これらの部位は、内視鏡を用いて可視化され、アドレナリン（adrenalin：登録商標）
が注入されて出血を緩和することができ、その後、血管に直接に触れる小さい探針子（プ
ローブ：prove）を用いて焼灼され（cauterized）、或いは電気が流れている（electrifi
ed）アルゴンガス流を用いて焼灼されることができる。これらのプローブは、目標とされ
た焦点の血管や組織を急速に加熱する無線周波数のエネルギーを供給し、血管は収縮して
出血が止まる。外科手術は、内視鏡治療が適していない生命を脅かす出血がある患者のた
めに留保されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　慢性の出血症状の発現は、長期間にわたる疾病を引き起こし、繰り返しての治療および
輸血を必要とするが、典型的には、差し迫った救命治療の介入は必要としない。むしろ、
これらの障害部位は、典型的には、患者が原因不明の貧血症状を呈したときの、内視鏡を
用いた検査の後に想い至る。上述のように、これらの障害部位は、内視鏡を用いて特定で
き目標とすることができる。
　焼灼処理は、出血の危険性を恒久的に取り除くことが期待できる、標準的な治療法であ
る。残念ながら、多くの場合、現在の焼灼の技術では、これらの障害部位を恒久的に根治
することができず、出血がぶり返すことになる。
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　現在利用可能な焼灼法を用いての不満足な結果に影響を及ぼしている要因には、胃前庭
部毛細血管拡張症（ＧＡＶＥ）、放射線誘発性のプロクトパシー及び結腸疾患、門脈圧高
進症性胃疾患、及び血管の異形成などの障害部位が、当該部位に対して押し付けるのに小
さいプローブを用いる焼灼技術に適していない、大きな広範に広がった部位として表れる
傾向がある、という事実が含まれる。釣り合いの取れた（even）動静脈の奇形は、大流量
と大きな表面領域とを有する傾向を示し、そのことは、小さなプローブを用いての治療を
困難にしている。従来の焼灼法を用いての問題のある食い違った結果に対する別の同様の
理由は、焼灼を行うときの脈管構造組織内の血液の存在に関係している。
　システム及び方法、特に非外科的な方法もしくは従来の焼灼技術の改良が、消化管内の
急性の及び慢性の出血の治療現場の分野で喜ばれることであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
（発明の概要）
　これら及びその他のニーズ（needs）に取り組んで、本発明は、より大きなアブレーシ
ョン面（ablation surface）を設け、焼灼エネルギーを供給するに先立って血管を圧迫し
、出血中の血管を包含している組織層を含むようにアブレーションの深さを制御すること
により、消化管内で生じている主として慢性的な出血のより恒久的な解決をもたらし、か
かる出血を導く障害のより恒久的な根治をもたらすために、内視鏡を用いた装置および方
法の様々な実施形態を提供している。
　この目的のために、本装置は、内視鏡の端部に取り付けられた、風船体（バルーン：ba
lloon）をベースにした内視鏡カテーテル、或いは、内視鏡の作動チャンネル若しくは補
助的なチャンネルを通る内視鏡カテーテルを備えている。装置は、対象とされた組織に対
して、エネルギー密度，電極パターン，パワー密度，適用の回数および組織に作用する圧
力などのパラメータを介して、融除（アブレーション：ablation）の深さが制御されるや
り方で、無線周波数エネルギー若しくは他のエネルギー源を供給するために、少なくとも
一つの面上に電気的な配列を有している。前記カテーテルには、電線（ケーブル）でもっ
て当該カテーテルに接続されたエネルギー発生機により、アブレーション・エネルギーが
供給される。
【００１０】
　本方法は、盛んに出血している、或いは慢性的な再発性出血を引き起こしている障害を
包含する消化管の領域を可視化するために、既存の可視化用の内視鏡とともに、説明され
た装置を用いることを含んでいる。装置は、前記障害と接触するように位置決めされ、装
置の実施形態に従って展開され、血管が圧迫される。その後、アブレーション・エネルギ
ーが装置へ、そして前記障害へ供給され、止血および当該障害の根治をもたらす。
【００１１】
　凝固エネルギーの供給に先立つ圧迫は、対象とされた血管内での血流を止めるか又は減
少せしめる。
その後、エネルギーが供給されると、接合的な（コープティブ：coaptive）凝固がより容
易に起こり、血管の壁部がそれ自体に対してシールされることになる。凝固中に血流が生
じていた場合には、血管を開いた状態に保つ血液と血流がもたらすヒートシンク（heat s
ink）効果のせいで、失敗率が高くなることであろう。
【００１２】
　治療パラメータは、対象とされた障害の全体または一部分において一様なレベルのアブ
レーションが達成されることであるかも知れない。例えば、表在性の障害に対しては、望
ましいアブレーション深さは、粘膜または粘膜の一部であるかもしれない。より深い障害
に対しては、望ましいアブレーション深さは、より深い粘膜および全て又は一部の粘膜下
層であるかもしれない。アブレーション効果の深さ制御および均一性は、装置の特性と、
電極パターン，対象とされた障害に対する圧力，エネルギー密度，パワー密度および適用
の回数を含む治療パラメータの特性とを通じて達成される。
【００１３】
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　本発明の実施形態は、消化管内の出血領域の治療方法に向けてシステムを実行させるシ
ステム及び方法を含んでいる。この治療方法は、出血領域を特定するステップと；消化管
内において、前記出血領域内の対象部位に近接して治療装置を位置させるステップと；出
血領域内の血管内の血液量を減少せしめるために、前記出血領域に圧力を加えるステップ
と；前記領域への加圧を継続しながら、非外科的な止血治療を施すステップと、を備えて
いる。
　この方法の幾つかの実施形態では、前記特定するステップは内視鏡を用いて実行される
。また、幾つかの実施形態では、前記特定するステップ，前記位置させるステップ，前記
圧力を加えるステップ及び前記実行するステップは、単一の内視鏡治療の間に行われる。
他の実施形態においては、その上に取り付けられた止血治療装置を有する器具を、前記特
定するステップの前に、前記消化管内へ挿入するステップと、前記止血治療を施すステッ
プの後に、前記器具を取り外すステップと、を更に備えているかもしれない。
【００１４】
　本方法の幾つかの実施形態では、前記非外科的な止血治療を施すステップは、前記対象
部位に、例えば無線周波数エネルギーなどのエネルギーを加えるステップを含んでいる。
様々の実施形態では、前記対象部位にエネルギーを加えるステップは、前記対象部位内の
組織表面を横切るエネルギー供給を制御することを含んでいる。また、幾つかの実施形態
では、前記対象部位にエネルギーを加えるステップは、前記対象部位内の組織層内へのエ
ネルギー供給の深さを制御することを含んでいる。更に、幾つかの実施形態では、前記対
象部位にエネルギーを加えるステップは、１回よりも多くエネルギーを加えることを含ん
でおり、また、幾つかの実施形態では、前記対象部位にエネルギーを加えるステップは、
出血領域内の１箇所よりも多い対象部位にエネルギーを加えることを含んでいる。
【００１５】
　本方法の幾つかの実施形態では、前記対象部位に非外科的な止血治療を施すステップは
、前記対象部位に低温治療を施すことを含んでいる。低温治療を施す幾つかの実施形態で
は、かかる治療が、前記対象部位に低温流体を噴霧することを含んでおり、また、他の実
施形態では、前記低温治療を施すことは、前記対象領域から、装置内に収容された低温流
体へ、熱を引き出すことを含んでいる。
【００１６】
　本方法の幾つかの実施形態では、前記位置させるステップは、前記装置のアブレーショ
ン構造を、前記出血領域内の対象部位と治療上の接触状態にするために、移動させること
を含んでいる。これら実施形態の幾つかにおいては、前記アブレーション構造を移動させ
ることは、バルーン部材を膨張させること，撓み部材を拡張させること，撓み部材を移動
させること或いは拡張可能部材を拡張させること、の何れかを含んでいる。
【００１７】
　アブレーション治療の接合的な側面の根幹をなす前記出血領域に圧力を加えるステップ
は、約１psigから約１５psigの圧力を加えることを含んでおり、様々な実施形態では、加
えられる圧力は約３psigから約７psigの範囲内にあり、また、特定の実施形態では、適用
される圧力は約４psigである。
【００１８】
　本発明の他の態様においては、方法は、消化管内における出血領域内の対象部位を、ア
ブレーションを用いて治療することに傾注している。かかる方法は、出血領域内の血管内
の血液量を減少せしめるために、前記出血領域に圧力を加えるステップと；消化管の隣接
している半径方向部位である対象領域内の組織表面に、無線周波数エネルギーを供給する
ステップと；前記対象領域内の組織表面を横切り、前記対象領域内の組織の深部への、無
線周波数エネルギーの供給を制御するステップと、を備えている。
　前記出血領域は、急性の出血部位，慢性の出血部位，若しくは出血する傾向があるとし
て特定された部位の何れかの部位であるかも知れない。特に、前記急性の出血部位は、食
道内の出血性静脈瘤，胃または十二指腸の潰瘍内の露出した出血中の血管，若しくは腸内
の動静脈奇形の何れかを含んでいてもよい。また、前記慢性の出血部位は、胃前庭部毛細
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血管拡張症（ＧＡＶＥ），放射線誘発性のプロクトパシー（proctopathy）及び結腸疾患
，門脈圧高進症性胃疾患（ＰＨＧ），血管の異形成、小規模の動静脈の奇形（ＡＶＭ），
若しくは小規模の出血性潰瘍の何れかを含んでいてもよい。
【００１９】
　この方法の幾つかの実施形態では、前記対象領域内の組織表面を横切って前記対象領域
内の組織の深部への無線周波数エネルギーの供給を制御するステップは、対象組織の表面
の一部分にアブレーションを達成するに十分な無線周波数エネルギーを供給し、対象組織
の表面の他の部分へはアブレーションを達成するには不十分なエネルギーしか供給しない
ことを含んでいる。
　また、本方法の幾つかの実施形態では、組織の深部への無線周波数エネルギーの供給を
制御することは、アブレーションを達成するに十分なエネルギーが表面付近の１つ若しく
はそれ以上の組織層に供給され、他のより深い層にはアブレーションを達成するには不十
分なエネルギーしか供給されないように、組織表面からの無線周波数エネルギーの供給を
制御することを含んでいる。
【００２０】
　本方法の幾つかの実施形態では、対象領域表面を横切っての無線周波数エネルギーの供
給を制御することは、或る電極間の間隔はアブレーションを行うに十分なエネルギーの伝
達を許容するように十分に近接しており、他の電極間の間隔はアブレーションを行うに十
分なエネルギーの伝達を許容するには不十分にしか近接していないように、電極パターン
を構成することを含んでいる。
　また、本方法の他の実施形態では、対象領域表面を横切っての無線周波数エネルギーの
供給を制御することは、或る電極間に供給されるエネルギーがアブレーションを行うに十
分であり、或る電極間にはアブレーションを行うに十分なエネルギーは供給されないよう
に、電極パターンを操作することを含んでいる。
【００２１】
　本方法の幾つかの実施形態では、粘膜表面で始まり器官の壁部内へ放散するエネルギー
の供給を制御することは、上皮層内の血管の或る部分にアブレーションを施すことを含ん
でいる。本方法の様々な実施形態では、粘膜表面で始まり器官壁部の層内へ次第に深く放
散するエネルギーの供給を制御することは、上皮層内および固有層内の血管の或る部分に
アブレーションを施すことを含んでいる。更に別の実施形態では、血管の或る部分は、上
皮層内，固有層内および粘膜筋層内にアブレーションが施されるかもしれず、或いは、上
皮層内，固有層内，粘膜筋層内および粘膜下層内にアブレーションが施されるかもしれず
、又は、上皮層内，固有層内，粘膜筋層内，粘膜下層内および筋固有層内にアブレーショ
ンが施されるかもしれない。
　更に、様々な実施形態では、前記対象領域内の組織表面を横切って前記対象領域内の組
織の深部への無線周波数エネルギーの供給を制御するステップは、消化管の組織層内で部
分的なアブレーションを達成することを含んでいる。
【００２２】
　本方法の幾つかの実施形態では、無線周波数エネルギーを供給するステップは、アブレ
ーション構造の周りに３６０度にわたって周状に構成された電極パターンによるものであ
る。他の実施形態では、アブレーション構造からエネルギーを供給することは、３６０度
よりも小さい弧状部分内にアブレーションが焦点を合わされるように、前記３６０度の周
状体を介して非対称的にエネルギーを伝達することを含んでいる。また、別の実施形態で
は、無線周波数エネルギーを供給するステップは、アブレーション構造の周りに３６０度
よりも小さい弧状部分を通じて周状に構成された電極パターンによるものである。
　アブレーションのパターンの如何に拘わらず、様々な実施形態においては、エネルギー
供給ステップは、１回よりも多い回数にわたって、また、１箇所よりも多い箇所について
、実行されるかもしれない。
【００２３】
　幾つかの実施形態では、本方法は、エネルギーを供給するステップの後の或る時間上の
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ポイントで、対象領域の状態を測定するために、前記対象領域を評価するステップを更に
備えている。様々な実施形態では、前記部位の治療後直ぐの状態を評価するために、前記
評価するステップは、エネルギーの供給後の近接した時間内に行われる。また、別の実施
形態では、前記評価するステップはエネルギー供給の少なくとも１日後に行われるかもし
れない。
【００２４】
　様々な実施形態では、本方法は、制御システムによって制御されるエネルギー源から伝
達のためのエネルギーを得るステップを更に備えている。これらの実施形態の幾つかでは
、前記エネルギー源は発電機である。制御システムによって操作される幾つかの実施形態
では、本方法は、特定のパワー，パワー密度，エネルギー，エネルギー密度，回路インピ
ーダンス，若しくは組織温度の何れかを与えるために、エネルギー伝達をフィードバック
制御するステップを更に備えている。
【００２５】
　出血領域にアブレーションを用いて治療を施す方法の幾つかの実施形態は、消化管内へ
アブレーション構造を進行させるステップであって、前記構造上には非貫通型の電極パタ
ーンがあり、前記構造は器具で支持されている、ステップと；前記アブレーションを対象
領域に近接して位置させるステップと；エネルギーを供給するに先立って、前記アブレー
ション構造を、対象領域上に治療上の接触をさせるために、対象領域の表面の方に向かっ
て移動させるステップと、を更に備えているかもしれない。
　前記移動させるステップは、バルーン部材を膨張させること、撓み部材を拡張させるこ
と、撓み部材を移動させること、或いは拡張可能部材を拡張させること、の何れかを多様
に含んでいるかもしれない。
【００２６】
　出血領域にアブレーションを用いて治療を施す方法の幾つかの実施形態は、前記移動さ
せるステップに続く位置固定ステップを更に含んでおり；その例は、前記構造とアブレー
ション部位との間に吸引を生み出すことを含んでいる。また、本方法は、前記位置させる
ステップに先立って対象領域を評価して対象領域の状態を測定するするステップを更に備
えているかもしれない。
　本方法の他の変形例においては、多数の対象領域が治療される場合には、第１対象領域
に対して、前記位置させるステップ，前記移動させるステップ及びエネルギーを伝達する
ステップを備え、更に、前記アブレーション構造を患者から取り外すことなく、他の対象
領域に対して、前記位置させるステップ，前記移動させるステップ及びエネルギーを伝達
するステップを備えている。
【００２７】
　本発明の幾つかの実施形態は、消化管内の出血領域内の対象部位を治療するアブレーシ
ョン・システムを含んでおり、かかるシステムは、複数の電極を含む電極パターンと；前
記電極パターンを支持する長手方向の支持部材と；発電機に繋がったコンピュータ・コン
トローラであって、前記発電機に複数の電極へエネルギーを供給するよう指示するプログ
ラミングを有し、該プログラミングは電極のサブセットへのエネルギー供給を指示する機
能を含んでおり、前記パターンの電極は、前記発電機からエネルギーを受け取り、組織の
対象領域と治療上の接触状態にあるときには、前記対象領域の表面を横切り組織表面から
深い組織層へのエネルギー供給が制御されるように構成されている、コンピュータ・コン
トローラと、を備えている。
【００２８】
　本システムの様々な実施形態は、食道内の出血性静脈瘤，胃または十二指腸の潰瘍内の
露出した出血中の血管，若しくは腸内の動静脈奇形の何れかを含む、出血領域を治療する
ことに傾注しているかもしれない。また、別の実施形態は、胃前庭部毛細血管拡張症（Ｇ
ＡＶＥ），放射線誘発性のプロクトパシー及び結腸疾患，門脈圧高進症性胃疾患（ＰＨＧ
），血管の異形成、小規模の動静脈の奇形（ＡＶＭ），若しくは小規模の出血性潰瘍の何
れかを含む、出血領域を治療することに傾注しているかもしれない。
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【００２９】
　消化管内の出血領域内の対象部位を治療するアブレーション・システムの幾つかの実施
形態の電極パターンは、長手軸を有すると共に、供給器具と並んだ状態で、この長手軸に
直交する完全に周状の表面を形成し、前記パターンは、消化管内部の対象領域の組織に接
触するために大きさが設定されている。
　別の実施形態では、前記電極パターンは、その長手軸に直交する部分的に周状の表面を
形成し、前記パターンは、消化管内部の対象領域の組織に接触するために大きさが設定さ
れている。また、これら後者の様々な実施形態では、前記電極パターンは、約９０度また
は約１８０度の弧状部分を形成するかもしれない。
【００３０】
　前記アブレーション・システムの幾つかの実施形態では、プログラミングが、前記発電
機に全ての電極へエネルギーを供給するよう指示すると、電極パターンは、対象組織領域
に治療的に接触すると、対象領域内の組織の一部分にアブレーションを施すが、前記対象
領域内の組織の他の部分にはアブレーションを施さないように、電極要素がパターン状に
分布している。
　また、前記アブレーション・システムの他の実施形態では、前記プログラミングは、対
象組織領域に治療的に接触すると、対象領域内の組織の一部分にアブレーションを施すが
、前記対象領域内の組織の他の部分にはアブレーションを施さないパターンを形成する電
極要素のサブセットに対して、エネルギーを供給するよう指示する。
　本システムの様々な実施形態では、電極パターンが分割アブレーションのパターンに供
給するために完全に駆動されているか、或いは電極パターンが分割アブレーションのパタ
ーンに供給するために部分的に駆動されているかに拘わらず、システムは、アブレーショ
ンを施された組織は少なくとも部分的を機能不全にし、実質的にアブレーションが施され
ていない他の部分は、従って、その機能性を維持するようにしている。
【００３１】
　本発明の幾つかの実施形態は、器具によって支持されたアブレーション構造と；アブレ
ーション支持構造上の非侵襲的な電極パターンであって、対象組織の表面の一部分がアブ
レーションを達成するに十分な無線周波数エネルギーを受け取り、対象組織の表面の他の
部分はアブレーションを達成するには不十分なエネルギーしか受け取らないように、対象
組織へのエネルギー供給を制御するように構成された電極パターンと；前記器具によって
支持された手段であって、前記アブレーション構造を対象領域の組織と治療上の接触をす
るように持ち来す手段と、を備える患者の消化管内の対象部位の血管組織のためのアブレ
ーション・システムを含んでいる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１Ａ】出血する血管がある消化管の一部分の管壁の断面を模式的に示す図であって、
主として固有層および上皮組織に位置する、枝分かれした毛細血管を伴った、血管，細動
脈またはベヌオレ（venuole）の一部分を示す図である。
【図１Ｂ】出血する血管がある消化管の一部分の管壁の断面を模式的に示す図であって、
主として粘膜下層および固有層に位置する、枝分かれした毛細血管を伴った、血管，細動
脈またはベヌオレの一部分を示す図である。
【図２Ａ】消化管内の急性の又は慢性の出血の源となり得る状態の特定の例を示す図であ
って、動静脈の奇形（ＡＶＭ）を示す図である。
【図２Ｂ】消化管内の急性の又は慢性の出血の源となり得る状態の特定の例を示す図であ
って、著しく拡張した毛細血管を伴った毛細血管拡張症を模式的に示す図である。
【図２Ｃ】消化管内の急性の又は慢性の出血の源となり得る状態の特定の例を示す図であ
って、胃前庭部毛細血管拡張症（ＧＡＶＥ）の特性を示しているスイカ胃の部位を有する
患者の幽門に向かって見た、胃の内視鏡的な図である。
【図３】方法の全体像を表す流れ図であって、消化管の急性の又は慢性の出血部位の治療
のためのアブレーションによる治療介入に適切な部位、融除的な治療のレベルが決定され
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、局部限定に関する少なくとも予備的な情報が得られ、本発明の実施形態について好まし
い臨床判断が下される、フロー線図である。
【図４】消化管の急性の又は慢性の出血部位におけるアブレーションの部位が局部限定さ
れ、好ましいアブレーション装置が選定された後の方法を表すフロー線図であって、当該
方法が、位置，ステージ（stage）の詳細を含む部位の評価、部位の数および寸法の決定
を含んでおり、また、当該方法は、器具の挿入およびアブレーション治療の目標組織の局
所への器具の移動、治療効果のある接触を生み出すアブレーション治療構造のより精密な
動作、アブレーション放射物の放出、及びその後の治療後評価を継続的に行う、流れ図で
ある。
【図５】完全に円周状の操作ラジアス（operating radius）を備えたアブレーション装置
の一実施形態を示す図である。
【図６】膨らんだ形態の風船状（バルーン：balloon）部材を有する完全に円周状の操作
ラジアスを備えたアブレーション装置の一実施形態を示す図である。
【図７Ａ】図５の装置の電極パターンの一例を示す図である。
【図７Ｂ】図５の装置の電極パターンの一例を示す図である。
【図７Ｃ】図５の装置の電極パターンの一例を示す図である。
【００３３】
【図８Ａ】完全に円周状の操作ラジアスを備えたアブレーション装置の実施形態で、或い
はここに記載されたあらゆる装置の実施形態で、用いることができる電極パターンの一例
を示す図である。
【図８Ｂ】完全に円周状の操作ラジアスを備えたアブレーション装置の実施形態で、或い
はここに記載されたあらゆる装置の実施形態で、用いることができる電極パターンの一例
を示す図である。
【図８Ｃ】完全に円周状の操作ラジアスを備えたアブレーション装置の実施形態で、或い
はここに記載されたあらゆる装置の実施形態で、用いることができる電極パターンの一例
を示す図である。
【図８Ｄ】完全に円周状の操作ラジアスを備えたアブレーション装置の実施形態で、或い
はここに記載されたあらゆる装置の実施形態で、用いることができる電極パターンの一例
を示す図である。
【図９】部分的に円周状の操作ラジアスを備えた本発明のアブレーション装置を示す図で
ある。
【図１０】図９のアブレーション装置の実施形態の端面図である。
【図１１】図９の装置を一拡張形態で示す端面図である。
【図１２】図９の装置を代替的な一拡張形態で示す端面図である。
【図１３】図９の装置を代替的な一拡張形態で示す端面図である。
【図１４】図９の装置を代替的な一拡張形態で示す端面図である。
【図１５】本発明のアブレーション装置を非拡張形態で示す図である。
【図１６】本発明のアブレーション装置を拡張形態で示す図である。
【図１７】一拡張形態で示す装置の端面図である。
【図１８】一拡張形態で示す装置の端面図である。
【図１９Ａ】撓み（デフレクション：deflection）部材機構を示す本発明のアブレーショ
ン装置の図である。
【図１９Ｂ】装置が拡張した形態で、代替的なデフレクション部材を示す本発明のアブレ
ーション装置の図である。
【図２０】デフレクション部材が非拡張の形態で、図１９の装置を示す図である。
【図２１】一非拡張形態で示す装置の端面図である。
【図２２】図２１で示す装置の一拡張形態での端面図である。
【図２３】回動するアブレーション構造の機構を示す本発明のアブレーション装置の図で
ある。
【図２４】内視鏡システムと組み合わされた本発明のアブレーション装置の説明図である
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【図２５】消化管の一部分の管壁を通る断面を模式的に示す図である。
【図２６】伸長する鞘状体（シース：sheath）機構を含む本発明のアブレーション装置の
図である。
【図２７】伸長するシース機構が光学的に透過性である装置の図である。
【図２８】装置の光学的に透過性な機構の拡大図である。
【図２９】図２７及び図２８に示された装置の光学的に透過性のシース機構の断面図であ
る。
【００３４】
【図３０】代替的な光学的に透過性な機構および膨張部材機構を含む装置を拡張形態で示
す図である。
【図３１】食道内に位置した図３０のアブレーション装置の説明図である。
【図３２】スリット付きの鞘管（スリット・シース：slit sheath）機構を含む本発明の
アブレーション装置の図である。
【図３３Ａ】シースの非拡張形態で示す、装置のスリット付きシース機構の端面図である
。
【図３３Ｂ】シースの拡張形態で示す、装置のスリット付きシース機構および内視鏡の端
面図である。
【図３４Ａ】膨張可能部材機構が非拡張位置にある状態で示す、内視鏡の内部作動チャン
ネル（channel）内に位置する装置の断面図である。
【図３４Ｂ】膨張可能部材機構が拡張位置にある状態で示す、図３４Ａに示された装置の
図である。
【図３５Ａ】拡張可能部材機構が非拡張位置にある状態で示す、内視鏡の内部作動チャン
ネル内に位置する装置の断面図である。
【図３５Ｂ】拡張可能部材機構が拡張位置にある状態で示す、図３５Ａに示された装置の
図である。
【図３６Ａ】代替的な拡張可能部材機構が非拡張位置にある状態で示す、内視鏡の内部作
動チャンネル内に位置する装置の断面図である。
【図３６Ｂ】拡張可能部材機構が拡張位置にある状態で示す、図３６Ａに示された装置の
図である。
【図３７】代替的なデフレクション部材を含む本発明のアブレーション装置の図である。
【図３８】急性の又は慢性の消化管の出血部位で非デフレクト位置に位置する代替的なデ
フレクション部材を含む本発明のアブレーション装置の説明図である。
【図３９】デフレクション部材がデフレクト位置にある状態での図３８に示す装置の説明
図である。
【図４０】内部結合機構を示す本発明のアブレーション装置の断面図である。
【図４１】代替的な内部結合機構および円筒形にした（rolled）シース機構を示す本発明
のアブレーション装置の断面図である。
【図４２】急性の又は慢性の消化管の出血部位で管腔内に位置する本発明のアブレーショ
ン装置の断面を示す説明図である。
【図４３】回転機構を示す、食道内に位置した本発明のアブレーション装置の説明図であ
る。
【図４４】膨張部材と組み合わされた回転機構を拡張形態で示す、食道内に位置した本発
明のアブレーション装置の説明図である。
【図４５Ａ】代替的な回転機構の一例を示す、本発明のアブレーション装置の図である。
【図４５Ｂ】代替的な回転機構の一例を示す、本発明のアブレーション装置の図である。
【図４５Ｃ】代替的な回転機構の一例を示す、本発明のアブレーション装置の図である。
【００３５】
【図４６Ａ】内視鏡を示す図である。
【図４６Ｂ】カテーテル（catheter）機構を含む本発明のアブレーション装置の図である
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【図４６Ｃ】前記装置のシース機構を示す図である。
【図４７】図４６Ａ－図４６Ｃに示された特徴をアッセンブリ内に含む本発明のアブレー
ション装置の図である。
【図４８Ａ】分割したアブレーション（fractional ablation）用の縞模様の電極配列の
一例を示す図である。
【図４８Ｂ】電極パターンから創ることができる組織上のアブレーション・パターン（ab
lation pattern）の例を示す図である。
【図４８Ｃ】電極パターンから創ることができる組織上のアブレーション・パターンの例
を示す図である。
【図４８Ｄ】電極パターンから創ることができる組織上のアブレーション・パターンの例
を示す図である。
【図４９Ａ】分割アブレーション用の同心円状パターンの電極配列を示す図である。
【図４９Ｂ】図４９Ａの電極パターンから創ることができる組織上のアブレーション・パ
ターンを示す図である。
【図５０Ａ】分割アブレーション用の格子状パターンの電極配列を示す図である。
【図５０Ｂ】図５０Ａの電極パターンから創ることができる組織上のアブレーション・パ
ターンを示す図である。
【図５１Ａ】非分割様式で作動する格子状パターンの電極配列を示す図である。
【図５１Ｂ】かかる作動パターンから創られる組織上のアブレーション・パターンを示す
図である。
【図５２Ａ】分割様式で作動する格子状パターンの電極配列を示す図である。
【図５２Ｂ】かかる作動パターンから創られる組織上のアブレーション・パターンを示す
図である。
【図５３Ａ】非分割様式で作動する縞模様の交流の陽極および陰極の電極配列を示す図で
ある。
【図５３Ｂ】かかる作動パターンから創ることができる組織上のアブレーション・パター
ンを示す図である。
【図５４Ａ】分割様式で作動する縞模様の交流の陽極および陰極の電極配列を示す図であ
る。
【図５４Ｂ】かかる作動パターンから創ることができる組織上のアブレーション・パター
ンを示す図である。
【図５５】急性の又は慢性の出血部位での消化管のラジアル部分（radial portion）の目
標領域を、アブレーション治療の後の状態で示す、模式的に表現した３次元の図である。
【００３６】
【図５６Ａ】ヒンジ構造上または図４３に示されたものに類似した撓み機構上にアブレー
ション面を含み、前記ヒンジは、アブレーション面にその長手軸と内視鏡の長手軸との間
での自由な回動動作を許容する、（図３８及び図３９の装置に類似した）アブレーション
装置を示す図であって、アブレーション面が内視鏡と平行に方位付けられている状態での
装置を示す図である。
【図５６Ｂ】ヒンジ構造上または図４３に示されたものに類似した撓み機構上のアブレー
ション面を含み、前記ヒンジは、アブレーション面にその長手軸と内視鏡の長手軸との間
での自由な回動動作を許容する、（図３８及び図３９の装置に類似した）アブレーション
装置を示す図であって、アブレーション面の長手軸が内視鏡の長手軸に関して略直角に方
位付けられている状態での装置を示す図である。
【図５７Ａ】拡張可能なバルーンの回りに巻き付けられて重なり合う（overlapping）電
極支持体上に３６０度の円周状のアブレーション面を備え、拡張状態において操作要素（
operative element）はバルーンと電極支持体とを含んでいる、アブレーション装置を示
す図であって、支持体の一部分および縁部（エッジ：edge）がバルーンに接着され、他の
部分およびそのエッジ部はバルーンに結合されていないことを明瞭に示すために、バルー
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ンから引き出されている支持体を示す図である。
【図５７Ｂ】拡張可能なバルーンの回りに巻き付けられて重なり合う電極支持体上に３６
０度の円周状のアブレーション面を備え、拡張状態において操作要素はバルーンと電極支
持体とを含んでいる、アブレーション装置を示す図であって、展開可能な形態でバルーン
の回りに巻き付けられた支持体の非接着部分を備え、該非接着部分およびそのエッジ部が
接着部分の回りに重なり合っている、装置の操作要素を示す図である。
【図５７Ｃ】拡張可能なバルーンの回りに巻き付けられて重なり合う電極支持体上に３６
０度の円周状のアブレーション面を備え、拡張状態において操作要素はバルーンと電極支
持体とを含んでいる、アブレーション装置を示す図であって、操作要素の随意的な特徴と
して、電極支持体に巻き付けられた一つ若しくはそれ以上のより弾性に富んだバンド（ba
nd）を備えた、図５７Ａ及び図５７Ｂの装置を示す図である。
【図５７Ｄ】拡張可能なバルーンの回りに巻き付けられて重なり合う電極支持体上に３６
０度の円周状のアブレーション面を備え、拡張状態において操作要素はバルーンと電極支
持体とを含んでいる、アブレーション装置を示す図であって、バルーン部分が非膨張（又
は収縮させた）状態で、装置が管腔内に配備され、目標部位に位置決めされるときの装置
の状態だけでなく、アブレーション・エネルギーを供給した後で管腔から取り出される装
置の状態を示す図である。
【図５８Ａ】例えば樓孔（stoma）や幽門（pylorus）のような、窪んだ或いは内方へ向か
って傾斜が付けられた目標部位へアブレーション面を存在せしめるのに適用され、内視鏡
の遠位端部の回りに取り付けられた拡張可能部材の遠位部分に円周状に配置されたアブレ
ーション面を含んでいる、アブレーション装置の実施形態を示す図であって、展開形態に
ある装置を示す図である。
【図５８Ｂ】例えば樓孔や幽門のような、窪んだ或いは内方へ向かって傾斜が付けられた
目標部位へアブレーション面を存在せしめるのに適用され、内視鏡の遠位端部の回りに取
り付けられた拡張可能部材の遠位部分に円周状に配置されたアブレーション面を含んでい
る、アブレーション装置の実施形態を示す図であって、目標のテーパ面への装置の配備に
好適なように、或いはアブレーション部位からの装置の除去に好適なように、拡張可能部
材が拡張されないか萎んだ状態にある、図５８Ａの装置を示す図である。
【図５８Ｃ】例えば樓孔や幽門のような、窪んだ或いは内方へ向かって傾斜が付けられた
目標部位へアブレーション面を存在せしめるのに適用され、内視鏡の遠位端部の回りに取
り付けられた拡張可能部材の遠位部分に円周状に配置されたアブレーション面を含んでい
る、アブレーション装置の実施形態を示す図であって、例えば幽門のような、傾斜が付け
られた或いは窪んだ目標部位へ配備することができる、図５８Ａの装置を示す図である。
【図５８Ｄ】例えば樓孔や幽門のような、窪んだ或いは内方へ向かって傾斜が付けられた
目標部位へアブレーション面を存在せしめるのに適用され、内視鏡の遠位端部の回りに取
り付けられた拡張可能部材の遠位部分に円周状に配置されたアブレーション面を含んでい
る、アブレーション装置の実施形態を示す図であって、近位側に面するように、そして、
例えば低部食道括約筋のような、傾斜が付けられた或いは窪んだ部位へ向かって逆行して
引き上げることができるように、逆向きにした装置の面を担持した電極を備えた、代替的
な形態での図５８Ａの装置を示す図である。
【００３７】
【図５９Ａ】送出内視鏡の長手軸に略直交する又は略垂直な広範な領域のアブレーション
面を呈するように構成された内視鏡の作動チャンネルを通して配備可能なアブレーション
装置を示す図であって、完全に展開された形態での前記装置を示す図である。
【図５９Ｂ】送出内視鏡の長手軸に略直交する又は略垂直な広範な領域のアブレーション
面を呈するように構成された内視鏡の作動チャンネルを通して配備可能なアブレーション
装置を示す図であって、内視鏡の作動チャンネル内へ引き込むことができる形態での前記
装置を示す図である。
【図６０】送出内視鏡の長手軸に略平行なアブレーション面を呈するのに適用される内視
鏡の作動チャンネルを通して展開可能なアブレーション装置の一実施形態を示す図であっ
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て、２つの平行な折り畳み可能な形状記憶リブ（shape memory rib）と、両リブを横切っ
て張設されるアブレーション電極であり展開された状態でリブ間の空間を横切ってピンと
張られるように構成されているアブレーション電極とを含んでいる、装置の一実施形態を
示す図である。
【図６１Ａ】送出内視鏡の長手軸に略平行なアブレーション面を呈するのに適用される内
視鏡の作動チャンネルを通して展開可能なアブレーション装置であって、該装置のアブレ
ーション面は近位端部で傾斜が付けられ、また、実質的に平坦（フラット：flat）である
が転動可能な横向きの曲面バイアス（laterally-curved bias）を備え、作動チャンネル
から押し出されるときには転動せず、作動チャンネル内へ引き戻されるときには自身を中
心にして転動する、装置の一実施形態を示す図であって、作動チャンネルから出て来た後
で展開した形態での装置を示す図である。
【図６１Ｂ】送出内視鏡の長手軸に略平行なアブレーション面を呈するのに適用される内
視鏡の作動チャンネルを通して展開可能なアブレーション装置であって、該装置のアブレ
ーション面は近位端部で傾斜が付けられ、また、実質的に平坦（フラット：flat）である
が転動可能な横向きの曲面バイアスを備え、作動チャンネルから押し出されるときには転
動せず、作動チャンネル内へ引き戻されるときには自身を中心にして転動する、装置の一
実施形態を示す図であって、展開に先立って作動チャンネル内で構成されたまま、或いは
作動チャンネル内へ引き戻された後の装置を示す図である。
【図６２】アブレーション面に近接して柔軟（フレキシブル：flexible）な曲がり部があ
るために、送出内視鏡の長手軸に略直交するアブレーション面を呈する点を除いては図６
１の装置に類似した、内視鏡の作動チャンネルを通して展開可能なアブレーション装置の
一実施形態を示す図であって、該装置のアブレーション面は近位端部で傾斜が付けられ、
また、実質的に平坦であるが転動可能な横向きの曲面バイアスを備え、作動チャンネルか
ら押し出されるときには転動せず、作動チャンネル内へ引き戻されるときには自身を中心
にして転動する、装置の一実施形態を示す図である。
【図６３】外方に面して円周方向に方位付けられた円形または螺旋形のアブレーション面
を呈するのに適用される内視鏡の作動チャンネルを通して展開可能なアブレーション装置
の一実施形態を示す図であって、前記円形または螺旋形部分は、内視鏡の作動チャンネル
から出て来ると非コイル状（uncoiled）であり、作動チャンネル内へ引き戻されるとコイ
ル状に巻かれて直線状の形態になる、装置を示す図である。
【図６４】図５９から図６３に示される装置に共通な、アブレーション面の回路層の斜視
および断面の詳細図である。
【図６５Ａ】液圧的な清浄機構を含む部分的に円周状のアブレーション面を備えたアブレ
ーション装置の一実施形態を示す図であって、アブレーション面に繋がる液圧ラインを備
えた装置の側面図である。
【図６５Ｂ】液圧的な清浄機構を含む部分的に円周状のアブレーション面を備えたアブレ
ーション装置の一実施形態を示す図であって、アブレーション面と液圧取り入れ部および
多重出口穴のより詳細な斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　完全に円周状の及び部分的に円周状のアブレーション構造を利用する、幾つかは対象組
織に対してアブレーション構造を位置させるための膨張可能なバルーンと組み合わされて
利用する、アブレーション技術の使用は米国特許および米国特許出願に記載されて来た。
部分的に円周状のアブレーション構造を利用する装置および方法は、次の米国特許出願：
第11/286,257号，第11/286,444号および第11/275,244号を例として含んでいる。また、完
全的に円周状のアブレーション構造を利用する装置および方法は、米国特許：第6,551,31
0号および第7,150,745号、並びに米国特許出願：第11/557,445号，第10/370,645号，第10
/416,923号，第11/420,722号，第11/420,719号，第11/420,714号，第11/420,712号，第11
/469,816号（Shadduck）、並びに米国特許：第6,872,206号に記載されている。
【００３９】
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　前記装置および方法は、即座の止血効果をもたらすかも知れず、或いは、将来において
出血する傾向がある障害を除去または直すかも知れず、また、治療効果が創傷治癒と関連
して延長時間をもたらし、従って、徐々により有効な止血効果を導くかも知れない。この
治療効果は、広範な領域に亘って達成されることができ、典型的には本来コープティブ（
coaptive）であり、深さが均一であり、所望の深さに制御可能であり、しかも迅速に送給
される。本発明の幾つかの実施態様につき、アブレーション治療の広視野の特徴（wide-f
ield aspect）は、装置の広い表面積と、近接した領域および非近接領域を治療するため
に装置を繰り返し再配置できることによるものである。
　血管のコープティブ・アブレーションは、幾つかの理由で有利な方法（アプローチ：ap
proach）であると考えられる。先ず、当該部位（サイト：site）からの血液の除去または
減少に伴って、組織のヒートシンク（heat sink）容量（熱を吸収する能力）が低下し、
より有効な止血効果を生み出す。第２に、治療（セラピー：therapy）を適用するに先立
って、装置自体により加えられる圧力で血管壁を一緒に圧縮または圧壊することにより、
治療が管壁の一緒になったアニーリング（annealing）をもたらし血液の流れを止めるこ
とができる。このように、例えば適切な圧力の適用のような、コープティブな凝固に有利
な方法ステップは、当該方法にとって有益である。アブレーション装置によって対象とさ
れた組織あるいはそこに含まれる血管に加えられた圧力により、止血効果は本来コープテ
ィブである。
　本発明の実施態様につき、圧力の水準（レベル：level）、典型的には、対象部位に近
接したときに装置の拡張可能な部材によって加えられる、又は、装置がその上に取り付け
られる、若しくは装置が挿通される、内視鏡の物理的な動作によって加えられる、圧力レ
ベルは、１平方インチ当たり約１ポンドから約１５ポンド（ポンド・スクェア・インチ：
psig）の範囲である。特に、コープティブな圧力は、約３から約７psigである。更に一層
コープティブな圧力は、約４psigである。
【００４０】
　治療パラメータは、対象とされた障害部位の全て又は一部において均一なレベルのアブ
レーションが達成されることであってもよい。例えば、表在性の（superficial）障害に
対しては、所望されるアブレーションの深さは、粘膜あるいは粘膜の一部分であるかも知
れない。より深い障害に対しては、アブレーションの深さは、より深い粘膜、及び全ての
又は一部の粘膜下組織であってもよい。アブレーション効果の深さ制御および均一性は、
装置の特徴、並びに、電極パターン，対象障害部位に対する圧力，エネルギー密度，電力
密度および適用数を含む治療パラメータ、を通じて達成される。
【００４１】
　特定の出血部位あるいは障害部位を治療するのに用いられる方法および装置の実施態様
の選択は、出血が生じている器官（organ）の大きさ，内視鏡的な接近手段（access），
出血部位および障害の大きさの他、当該器官の内層の関与の程度にも依存する。例えば、
ＧＡＶＥを患った患者の胃前庭部内では、出血の障害部位は、（車輪から放射状に伸びる
スポークのように）狭くて直線的であるか、或いは融合性で（confluent）円周状である
かも知れない。
　前者の場合には、例えば、部分的に円周状のアブレーション面を備えたアブレーション
・カテーテル、或いはここに開示された他の局限性の装置のような、限局性の（focal）
アブレーション及び止血装置が好ましいかもしれない。後者の場合には、完全に円周状の
アブレーション及び止血装置が好ましい。
　両方のタイプの装置（すなわち、局限性の、或いは非円周状、及び円周状の装置）が、
内視鏡上に、内視鏡を挿通し、或いは内視鏡の長さに沿って、様々に取り付けられる。更
に、装置は、バルーン方式の又は非バルーン方式の、対象組織に対する展開および圧縮の
方法を含んでいてもよい。
【００４２】
　方法を実行するための方法および装置の実施態様は、消化管内の急性の又は慢性の出血
部位に適用することができる。
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　図１Ａ及び図１Ｂは、出血する血管４がある消化管の一部分の管壁の断面を模式的に示
している。図１Ａは、主として固有層および上皮組織に位置する、枝分かれした毛細血管
を伴った、血管，細動脈またはベヌオレ（venuole）の一部分を示している。また、図１
Ｂは、主として粘膜下層および固有層に位置する、枝分かれした毛細血管を伴った、血管
，細動脈またはベヌオレの一部分を示している。これらの図の要点は、脆弱で出血する血
管が、消化管の特定の層に存在するかも知れないということである。
　或る場合には、特定状態の既知の特性のために、含まれている組織学上の層が分かるか
も知れない。急性の又は慢性の出血の他の場合には、患者の病歴，生体検査（バイオプシ
ー：biopsy）から、治療に対して予備的な、或いは治療の際の内視鏡観察により、患者の
特定の情報が利用でき、それらは、問題のある血管を優先的に特定の組織深さに局限する
兆候をもたらすことができる。
　図１Ａによって与えられる例では、アブレーションが上皮組織内および固有層内で生じ
るように、深さ制御されたアブレーションのエネルギーを供給するのが好適であろう。ま
た、図１Ｂによって与えられる例では、アブレーションが粘膜下層内，粘膜筋層および固
有層内で生じるように、深さ制御されたアブレーションのエネルギーを供給するのが好適
であろう。
【００４３】
　図２Ａ－図２Ｃは、消化管内の急性の又は慢性の出血の源であって、本発明の方法およ
び装置の実施形態による止血アブレーションの対象である源となり得る状態の特定の例を
示す図である。図２Ａは、上流側の動脈４ａと下流側の静脈４ｖとの間に位置する血管の
もつれ（entanglement）としての動静脈の奇形（ＡＶＭ）４ａｖｍを示している。図２Ｂ
は、上流側の細動脈４ａと下流側のベヌオレ（venuole）４ｖとの間に位置する、著しく
拡張した毛細血管４ｃを伴った毛細血管拡張症を模式的に示している。また、図２Ｃは、
胃前庭部毛細血管拡張症（ＧＡＶＥ）の特性を示しているスイカ胃の部位４ｗｍの幅広の
パターンを有する患者の幽門に向かって見た、胃の内視鏡的な遠位方向の図である。これ
ら血管の障害４ｌは、内視鏡によって可視化されるので、胃部を覆う皮膚上で外部的に視
認できるだけでなく、内部的にも視認できる。
【００４４】
　ここに与えられる治療上のアブレーション方法の一面（aspect）、つまり、アブレーシ
ョン治療に好適な部位（図３）の他、かかる治療中に適用されるアブレーション・エネル
ギーの量を決定すること、を振り返れば、かかる決定は、臨床医が特定の患者について収
集できる臨床情報の総量から得られるものである。
　幾つかの実施形態では、患者の消化管の概略的な寸法の評価と同様に、あらゆる患者に
特有の特徴が緻密に計画立てられるように、急性の又は慢性の消化管の出血部位の予備的
な内視鏡検査をすることが、好適であるかも知れない。このような情報は、粘膜内染色剤
を随意的に用いて、内視鏡的な方法による直接の目視観察によって得ることができ、また
、内視鏡からの狭い帯域の画像化のような非侵襲的な透過性の画像化方法を含む、他の診
断方法によって、或いは当該技術分野で知られているあらゆる従来の方法を用いて、更に
達成することができる。
　或る一面では、部位の評価は、その寸法を含む、当該部位の場所を特定することを含ん
でいる。他の一面では、対象組織の評価は、１箇所以上の場合には、部位の多重性（mult
iplicity）を特定することを含み、更に、それらの場所および各々の寸法を特定すること
を含んでいる。更に他の一面では、対象部位を評価することは、急性の又は慢性の消化管
の出血部位の、あらゆる病変もしくは損傷もしくは特定の特徴を特定または等級付けるこ
とを含み、特に、アブレーションの対象とされるべき領域と重なるか又は近接した臨床的
に有意義または問題のあるあらゆる領域を特定することを含む。
【００４５】
　アブレーションの対象部位が特定されると、急性の又は慢性の消化管の出血部位の対象
組織は、ここに記載されるように、独創性のあるアブレーション装置およびそれに関連し
た方法を用いて治療することができる。アブレーションの対象組織の状況の評価も、例え
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ば、アブレーションと緊密に協調して、アブレーション・エネルギー（例えば放射エネル
ギー）の適用の直前、及び／又は直後に、特に可視化法により、アブレーション治療法（
図３）の一部として有益に実行される。
　更に、アブレーション治療の後で臨床的に適切なとき、例えば、２，３日後、数週間後
、数ヶ月後、或いはアブレーション治療に続いて臨床的に指示されたときであればいつで
も、あらゆる診断法または目視法により、治療部位を評価することができる。何らかの追
跡評価が、治療が不十分に終えられていたこと、或いはアブレーションの対象とされた細
胞集団に回復が見られることを示す場合には、アブレーション治療を繰り返すことが指示
される。
【００４６】
　ここに詳しく記載されるように、損傷したバイパス（bypass）治療のアブレーション上
の修正を指向することができるアブレーション装置の態様を振り返れば、アブレーション
装置は、例えば電極のようなエネルギー伝達要素が配列されたアブレーション構造を有し
ている。幾つかの実施形態では、治療に用いられるアブレーション・エネルギーのタイプ
に応じて、何らかの機器（instrument）に搭載または支持することができ、この機器はア
ブレーション面の対象部位の場所への適切な動作を許容する。
　このような機器は、その形態および寸法面で、対象組織部位に到達するのに好適なよう
に適合しており、目的に適合した簡素な（simple）カテーテルを含んでいるかも知れず；
挿入式の（insertive）機器は内視鏡を含み、その支持の役割に加えて、可視化能力をも
与える。また、方法の幾つかの実施形態では、支持用の機器とは分離した内視鏡が、視覚
的な情報を提供することにより、アブレーション治療に参画することができる。
【００４７】
　ここに記載したように独創的な装置の例示的な実施形態は、典型的には、無線周波数の
エネルギーを伝達する電極を利用しているが、このエネルギー伝達の形態は非限定的なも
のであり、本発明の実施形態には、他の形態のエネルギー、及び他の形態のエネルギー伝
達のハードウェア（hardware）が含まれている。
　本発明の実施形態によって提供されるように、アブレーション・エネルギーは、例えば
、アンテナから放射されるマイクロ波エネルギー，光子要素（photonic element）から放
射される光エネルギー，加熱されたアブレーション構造の表面から伝熱的に伝達される、
或いは加熱された気体または液体によって、若しくはエネルギーのヒートシンク吸熱によ
って、或いはアブレーション構造表面の冷凍または極低温冷却によってもたらされるよう
に、或いは、冷たい気体または噴霧流体またはミストの組織との直接の接触によって適用
されるように、或いは冷たい気体または流体を組織から分離させる装置の壁部を通じて吸
熱することにより、組織に伝えられる、熱エネルギーを含むものである。
【００４８】
　アブレーション装置の実施形態は、取り扱われるアブレーション面の全周の拡がりに関
して変形例を含んでおり、幾つかの実施形態は、完全な周面状のアブレーション面を与え
、他の実施形態は、前述のように、完全な周面よりも小さいアブレーション面を与える。
図３に示されているように、適切な装置を選定することは、与えられた治療方法の範囲内
に含まれるステップである。これら及びその他の変形例は、消化管の壁部の１つ若しくは
それ以上の対象組織の特質，範囲，場所及び寸法に応じて、特有の利点をもたらすもので
ある。
　本発明の或る実施形態は、内腔器官内の全放射ゾーン（full radial zone）がアブレー
ションを受けるように、完全に全周状の、つまり、３６０度の放射状の範囲を取り囲む、
アブレーション面を備えた装置を含んでいる。このゾーン内で、エネルギー出力および（
例えば電極のような）アブレーション要素のパターンに応じて、アブレーションは、角度
を変化させるように、しかし、アブレーションのゾーン内での実質的な均一性をもって、
実行される。この実施形態は、急性の又は慢性の消化管の出血部位内で広範囲に及ぶ部位
あるいは拡散した部位を治療するのに、特に好適である。
　装置の他の実施形態では、独創的な装置のアブレーション面は、部分的に周状であり、
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内腔器官の全内部周縁または内部全周の一部分と係合している。内腔器官の内面上でアブ
レーションされる周状部の断片的な小部分は、以下に更に詳しく述べるように、治療され
る内腔器官のサイズ及び配置形態（半径，直径あるいは全周もしくは傾斜度）に、及びア
ブレーション面の寸法に、依存する。小さくて離散した治療対象部位に関しては、後者の
実施形態によって与えられる、より小さくてより離散したアブレーション面が有利である
かも知れない。
【００４９】
　３６０度の全周配列回りのアブレーション・エネルギー要素の全周サブセット（subset
）のこのタイプの操作制御は、「電極パターン及び組織の表面領域を横切るアブレーショ
ン・パターンの制御」と題した節（セクション：section）において後述するように、電
極配列のパターン化されたサブセットの断片的な操作に似ている。配列の部分的に周状な
操作においては、特定の弧状部分（アーク：arc）が駆動されて、全周の弧状部分にエネ
ルギーが供給される。配列の断片的なパターン操作においては、エネルギーが対象領域の
組織の一部に供給され、一方、他の部分はアブレーションを達成するには不十分なエネル
ギーしか受けない。幾つかの実施形態では、これらの操作上のバリエーション（variatio
n）が組み合わされることができる、つまり、全周の弧状部分のパターン化されたサブセ
ットが駆動されることができる。
【００５０】
　図３及び図４は共に、急性の又は慢性の消化管の出血部位の組織をアブレーション（融
徐）する方法の実施形態の流れ図である。これらの図は、一つは３６０度の全周アブレー
ション構造を有し、他の一つは３６０度よりも小さい弧状部分を備えたアブレーション構
造を有する、装置の２つの具体例によって生み出される方法の実施形態の共通の態様を表
している。
【００５１】
　図３は、患者の評価と消化管内の融除的な（アブレーショナル）治療にとって臨床的に
好適な部位の決定とに焦点を当てた、方法の全体像を表す流れ図である。今一つのステッ
プでは、責任を負うべき臨床医が、患者を治療するのに適切な具体例に関して、つまり、
３６０度の電極配列を備えた装置１００Ａか、３６０度よりも小さい弧状部分に配列され
た電極を備えた装置１００Ｂの何れかに関して、インフォームド・チョイス（informed c
hoice）を行う。
　装置１００Ａを使用するように選定された場合には、３６０度全周に亘って電極を作動
させるか、或いは電極配列の放射状構造のサブセットを作動させるかの、治療選択がなさ
れる。他のステップでは、臨床医は、供給すべきエネルギー量，エネルギー密度，エネル
ギーを供給すべき期間を考慮しながら、アブレーションの手順について検討し決定する。
これらの検討は、融徐されるべき表面積，治療されるべき組織の深さおよび電極配列の特
徴、例えば、断片状の電極とすべきであるか、どんなパターンが望ましいか、が考慮に入
れられる。
　装置の選択に拘わらず、方法の実施に対して今一つの予備的なステップは、消化管内の
対象組織部位のより周到な評価を含むことができる。また、かかる部位の評価は、何らか
の可視化の特性、或いは、個々の対象組織部位の数，寸法，精確な位置、及び／又はその
臨床的な状態，外見上正常か異常かの詳細な調査をもたらす診断的な方法、を含むかも知
れない。このステップは、器具の選択に続いて示されるが、単に診断と結び付いて、或い
は、対象組織の診断および概略的な位置の特定の後の如何なるときにでも、起こり得る。
　図４の流れ図に示されているように、如何なる場合でも、方法の作動ステップで概要を
述べたように、評価ステップは、典型的にはアブレーションに先立って行われる。以下に
続く説明では、符号１００は、そのアブレーション面１０１が完全に周状であるか、部分
的に周状であるかに拘わらず、概してアブレーション装置を指称するのに用いられる。
【００５２】
　図４は、消化管の急性の又は慢性の出血部位での対象部位が局部限定され、好ましいア
ブレーション装置についての選定がなされた後の方法を表す流れ図である。当該方法は、
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部位の評価を含んでおり、この部位の評価は、上述のように、位置の特定，ステージ（st
age），部位の個数および寸法の決定を含み、背景の欄で述べた参照文献に詳細に述べら
れた手法、及び／又は当該技術分野における実務者が知っている如何なる手法が用いられ
る。また、当該方法は、器具の挿入およびアブレーション治療の対象組織の局所への器具
の移動を続ける。その後に、アブレーション構造と対象組織部位との間のより治療効果の
ある接触を生み出すアブレーション治療構造のより精密な動作を行うことができる。
　装置１００Ａの３６０度の具体例が選定された場合には、治療効果のある接触は、電極
配列の下層にあるバルーンを膨らませることによってなされる。具体例の選定が、３６０
度よりも小さい弧状部分に広がる電極面を備えた装置である１００Ｂの場合には、アブレ
ーション面を治療効果のある接触に持ち来す動きは、バルーンのあらゆる膨張，撓み（デ
フレクション：deflection）部材の膨張、及び／又はデフレクション部材の動作を含むか
も知れず、それらの全ては、以下に更に説明される。
【００５３】
　治療効果のある接触がなされた後、装置の実施例１００Ａ又は１００Ｂにより、また、
どんなタイプの動作が行われたかにより、後続するステップは、装置からのアブレーショ
ン・エネルギーの放出を含む。アブレーション・エネルギーの放出の変化は、単一の部位
をアブレーションするだけでなく、第２の部位または評価ステップ中に特定された後続す
る部位への、器具の移動をも含む。
　アブレーション的な事象に続いて、後続するステップは、治療された対象部位の評価を
含むことができる；代替的には、アブレーションの結果の評価は、患者の臨床データの収
集および観察を含むかも知れない。アブレーション構造を支持する器具として、又は別物
の器具として、処置中に内視鏡が含まれる場合、器具が既に適所にあれば、そのような評
価は、処置中に、直ちに或いはアブレーション後に非常に早期になされる。
　本方法の他の実施形態では、治療された部位は、処置の後で臨床的に適切なときであれ
ば何時でも、例えば、翌日あるいは翌週または数ヶ月後などに、評価されることができる
。これらの評価の何れかが、部分的にしか完了していないアブレーションを示す場合、或
いは対象とされた細胞の望ましくない再生を示す場合には、本方法は、たった今説明され
、また図４に示されたステップの繰り返しを適切に含むものである。
【００５４】
＜３６０度周状のアブレーションのための装置および方法＞
　消化管の急性の又は慢性の出血部位にある血管組織のアブレーションを達成するための
本発明に従った方法は、消化管の出血部位のアブレーションを達成するレベルでの放射エ
ネルギーの放出を含んでいる。この節（セクション：section）で説明される典型的な実
施形態では、放射エネルギーの分配要素（distribution element）は、３６０度に亘る周
状に構成されている。
　アブレーション構造からのＲＦエネルギーの放出を用いる代わりに、組織のアブレーシ
ョンを達成するのに、そして、電極を必要とせずに、アブレーション構造と共に他のエネ
ルギー源を用いることができる。このような代替的なエネルギー源は、紫外線光，マイク
ロ波エネルギー，超音波エネルギー，加熱された流体媒体から伝えられる熱的エネルギー
，加熱された要素から伝えられる熱的エネルギー，アブレーション構造を加熱する蒸気も
しくは蒸気と組織の接触を通じて組織を直接に加熱する蒸気のような加熱された気体（ガ
ス），平行にされた或いは非平行な光エネルギー，アブレーション構造の回り又は内部に
在る冷却された流体もしくはガスによって伝達される、或いは流体／ガスと組織との接触
を通じて組織を直接に冷却する低温エネルギー、などを含む。
　これらの形態のアブレーション・エネルギーを利用するシステム及び方法の実施形態は
、構造，制御システム，パワー供給システム及び他の全ての補助的な支持システム並びに
方法が、供給されるアブレーション・エネルギーのタイプに対して好適なように変更する
ことを含んでいる。
【００５５】
　完全に周状のアブレーション装置の幾つかの実施形態では、柔軟性のある軸（flexible
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 shaft）は、電気的な絶縁層で周囲を覆われたケーブルを備えると共に、その遠位端部に
放射エネルギーの分配要素を備えている。本発明の一形態では、器具の遠位端部周囲の位
置決めおよび拡張装置は、エネルギーの分配要素の側部上だけでなく当該エネルギーの分
配要素の前部においても、それが内部に配置される急性の又は慢性の出血部位での消化管
（例えば、胃，幽門，小腸，直腸あるいは肛門）の壁部に接触し拡張するのに十分なサイ
ズのものである。
　例えば、器具の遠位ヘッド（distal head）は、膨張可能な風船（バルーン：balloon）
つまり膨張部材により、急性の又は慢性の出血部位での消化管の壁部から制御された距離
に支持することができ、その結果、電極を通じてエネルギーが加えられるときに管腔内の
組織へ伝達されるエネルギーの量を調節および制御できるようにするために、アブレーシ
ョン構造と対象組織との間で治療効果がある接触がなされる。前記バルーンは、好ましく
は、遠位ヘッド要素から離れた点で、前記柔軟性のある軸の一部にくっつけられている。
【００５６】
　完全に周状のアブレーション装置の幾つかの実施形態は、アブレーション・エネルギー
を送給する輸送手段として、拡張可能なまたは膨張可能なバルーンを含んでいる。また、
この実施形態の一つの特徴は、それによりエネルギーが本発明の遠位ヘッド部分からバル
ーン部材を構成する膜へ伝えられる手段を含んでいる。
　例えば、好適であり、その全体がここに組み込まれる、エネルギー分配の一つのタイプ
が、米国特許第５，７１３，９４２号に示されている。そこでは、膨張可能なバルーンは
、対象組織を所望の温度に選択的に加熱するのに望ましい特性を有する無線周波数電力を
供給する電源に接続されている。
　本発明の実施形態によれば、バルーンは、例えばポリマー，エラストマー及び電気伝導
性粒子の混合物のような、電気伝導性のエラストマーで製造することができる。或いは、
完全に膨張した形態で、接触されるべき組織まで伸長する、形状およびサイズを有する非
拡張性の空気袋（ブラッダ：bladder）を構成することもできる。
　他の実施形態では、電気伝導性の部材が電気伝導性のエラストマーで形成され、そこで
は、例えば銅のような電気伝導性の材料が表面上に堆積（デポジット：deposit）され、
その材料に電極パターンがエッチングされ、その後、この電気伝導性の部材がバルーン部
材の外表面に取り付けられる。
　或る実施形態では、電気伝導性の部材は、例えばバルーン部材は、急性の又は慢性の出
血部位での人間の消化管の拡張された（壊れてはいない）管腔内面の寸法に適合する形状
に膨張可能な形態を有している。
　更に、このような電気伝導性の部材は、一つ若しくはそれ以上のサーミスタ（thermist
or）を有するアブレーション構造１０１上に配列された複数の電極切片（electrode segm
ent）で構成することができ、前記サーミスタは各電極セグメントに繋がれており、それ
により、複数の電極セグメントの各々からの温度がモニタ（monitor）され、フィードバ
ック機構によって制御される。
　今一つの実施形態では、電気伝導性の部材が、アブレーション部位へのマイクロ波エネ
ルギーの伝達を許容する手段を有することが可能である。更に他の実施形態では、拡張す
る部材もしくは膨張可能なバルーン部材が、当該部材の一つ若しくはそれ以上の部分内へ
加熱可能な流体を運ぶ又は伝達する手段を有しているかも知れず、前記加熱可能な流体の
熱エネルギーがアブレーション・エネルギー源として用いられる。
【００５７】
　完全に周状のアブレーション装置の幾つかの実施形態は、可変で指向性のある制御手段
，焼灼の深さを精確に検出する手段、及び適切な代替的実施形態を含んでおり、膨張可能
なバルーン部材を形成する膜内に電気伝導性要素を配置しないことが所望の場合でも、例
えば遠位側のエネルギー分配ヘッドで、膨張可能なバルーン部材の容積内の位置にエネル
ギー放出手段を保ちながら、配置および位置決め制御のためにバルーン部材を利用するこ
とが可能である。
【００５８】
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　本発明の実施形態は、例えば完全に周状のアブレーション装置のようなアブレーション
装置が、消化管内の部位での急性の又は慢性の出血の部位を治療するのに用いられる。完
全な又は部分的なアブレーションの対象とされる組織を有する急性の又は慢性の出血部位
での消化管壁部の部分または複数の部分を決定した後、患者には、使用されるべき装置の
実施形態に従った適切なやり方で、治療の準備が施される。それから、或る実施形態では
、施術者が、内視鏡のアクセス及び制御を通じて、ここで示され議論されたアブレーショ
ン装置を患者内へ挿入する。更に、適切な位置として行われる装置の部分の位置決め及び
可視化が、急性の又は慢性の消化管の出血部位でのアブレーション部位を特定する。
　所望の焼灼深さに応じた適切なパワー設定を含め、アブレーション・カテーテル部材上
の四半分または部分／断片の選定および活性化が医師によって実行される。患者の急性の
又は慢性の出血部位での消化管内で異なる位置および／または異なる深さで更なるアブレ
ーションが必要なときには、追加的な設定必要となる。アブレーションに続いて、消化管
の急性の又は慢性の出血部位から装置を取り出している間および取り出した後に、当該分
野で既知の適切な追跡処置が患者に施される。
【００５９】
　本発明の更に他の方法では、施術者は、先ず、アブレーションを必要とする消化管の急
性の又は慢性の出血部位の部分の長さを決定し、それから、各々のカテーテルがバルーン
部材と連繋した電極部材の長さが異なっている本発明の複数のアブレーション・カテーテ
ルの中から一つのアブレーション・カテーテルを選定する。例えば、施術者が、消化管の
急性の又は慢性の出血部位の１センチメートルの表面がアブレーションを必要とすると決
定した場合、１センチメートルの電極部材を有するアブレーション・カテーテルが、アブ
レーションでの使用のために選定される。バルーン部材と繋がった電極部材の長さは、例
えば１から１０センチメートルの長さに変動する。
【００６０】
　更に他の実施形態では、放射エネルギー分配要素がバルーン部材と連繋した、複数のア
ブレーション・カテーテルが提供され、そこでは、膨張したときのバルーン部材の直径が
１２ミリメートルから４０ミリメートルに変動する。この方法では、施術者は、膨張した
ときに、消化管の急性の又は慢性の出血部位を引き伸ばして粘膜層を薄くし、従って、ア
ブレーションの部位での血流量を減少させ閉塞させる、直径を有するアブレーション・カ
テーテルを選定するであろう。アブレーションの領域での血流を低減させることにより、
放射エネルギーによって発生した熱が、対象組織の他の領域へ容易には散逸し難くなり、
従って、アブレーション部位へ集中する。
【００６１】
　施術者が、特定の患者に用いる適切な直径のアブレーション・カテーテルを決定するの
に用いる一つのアプローチは、圧力検知機構に結合された非常に柔軟なバルーンを最初の
ステップで用いることである。このバルーンは、消化管の急性の又は慢性の出血部位内の
管腔の器官内へ挿入されて、アブレーションの所望の部位に位置決めされ、適切な圧力値
が得られるまで膨張させられる。膨張させられたバルーンの直径が定められ、その直径に
拡張することができるバルーンを有する本発明のアブレーション装置が、治療での使用の
ために選定される。本発明の方法では、例えばバルーンのような拡張可能な電気伝導性の
部材を、動脈，毛細血管あるいは細静脈の血管を含む粘膜下層の血管系を塞ぐまで、十分
に拡張させることが望ましい。
【００６２】
　方法の他の実施形態では、肥満手術によって形成された胃腸の特徴部分の内腔の対象領
域を測定するのに電子的な手段が用いられ、対象組織の表面領域に対してエネルギーが適
切に標準化される。この方法のこれらの態様は、「変化する大きさの管腔組織表面へのア
ブレーション・エネルギー伝達を標準化するための電気的手段」と題された、２００８年
６月２０日に出願され、その全体がここに組み入れられる、Wallance等の米国特許出願第
12/143,404号に詳しく記載されている。
【００６３】
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　図６に示される拡張可能な部材によって治療上の接触を達成するために対象領域に対し
て押し付けることができる完全に周状のアブレーション面を備えたアブレーション装置の
代表的な具体例に加えて、他の代表的な具体例が図５７Ａから図５７Ｄ並びに図５８Ａ及
び図５８Ｂに与えられている。
　図５７Ａから図５７Ｄに示された具体例は、「変化する大きさの管腔組織表面へのアブ
レーション・エネルギー伝達を標準化するための電気的手段」と題された、２００８年６
月２０日に出願され、その全体がここに組み入れられる、Wallance等の米国特許出願第12
/143,404号に詳しく記載されている。３６０度のアブレーション面を備えた装置の具体例
が、前記の出願に詳しく記載され、また、本出願の図５７Ａから図５７Ｄに示されている
。圧力検知手段は、米国特許公開第2006/0095032号として公開された Jacksonの米国特許
出願第11/244,385号に記載されているように、アブレーション治療の準備において管腔の
大きさを測定するのに用いられる。
【００６４】
　Wallance等の米国特許出願第12/143,404号に開示された装置の具体例が、支持体の周縁
内に閉じ込められたバルーンに従って膨張する重なり合った支持体上に配置された３６０
度のアブレーション面を与えるために、ここに簡潔に説明される。
装置の周縁は全体としてバルーンと共に拡張しているが、アブレーション面自体は非膨張
であり、その電極密度を維持している。
　図５７Ａから図５７Ｄは、拡張可能なバルーンの回りに巻き付けられて重なり合う（ov
erlapping）電極支持体を備えたアブレーション装置の斜視図である。例えば無線周波数
電極のようなアブレーション・エネルギー供給要素１０１の配列が、電極支持体の外側表
面上に配置されている。操作要素（operative element）がアブレーション・カテーテル
の遠位端部に取り付けられ、その軸４１の遠位部分が視認され、その回りにバルーン１０
５が構成されている。
　図５７Ａは、支持体の一部分および内側縁部（エッジ：edge）３６２がバルーンに接着
され、他の部分およびその外側エッジ部３６４はバルーンに結合されていないことを明瞭
に示すために、バルーン１０５から引き出されている電極支持体３６０を示している。図
５７Ｂは、展開可能な形態でバルーン１０５の回りに巻き付けられた電極支持体３６０の
非接着部分を示し、該非接着部分および接着部分の回りに重なり合っているそのエッジ部
を示している。
　図５７Ｃは、装置１００Ａの随意的な特徴、電極支持体３６０に巻き付けられた一つ若
しくはそれ以上のより弾性に富んだバンド（band）３８０を示している。
幾つかの実施形態では、弾性に富んだバンドの材料は、以下により詳しく説明されるよう
に、操作要素の拡張の程度に関する情報を与えるサイズ検知回路に含まれ得る導電性エラ
ストマーである。図５７Ｄは、バルーン部分が非膨張（又は収縮させた）状態で、折り畳
まれた状態にある図５７Ｃの装置を示しており、この状態は、装置が管腔内に配備され、
目標部位に位置決めされるときの装置の状態だけでなく、アブレーション・エネルギーを
供給した後で管腔から取り出される状態である。
【００６５】
　完全に周状のアブレーション面を備えたアブレーション装置の他の実施形態が、図５８
Ａ及び図５８Ｂに与えられている。この特定の装置の具体例４００は、例えば、胃の空洞
の遠位部分や、スイカ胃に典型的な血管病変の部位である幽門（pylorus）のような、窪
んだ或いは内方へ向かって傾斜が付けられた目標部位へアブレーション面を存在せしめる
のに適用される。この装置は、拡張可能部材１０５の遠位部分に周状に配置されたアブレ
ーション面を含み、この拡張可能部材は、内視鏡１１１の軸の遠位端部１１０の回りに取
り付けられている。
　図５８は、展開形態にある装置を示している。図５８Ｂは、目標のテーパ面への装置の
配備に好適なように、或いはアブレーション部位からの装置の除去に好適なように、拡張
可能部材が拡張されないか萎んだ状態にある装置を示している。例えば幽門９のような、
傾斜が付けられた或いは窪んだ目標部位へ配備することができる、図５８Ａの装置を示し
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ている。図５８Ｄは、近位側に面するように、そして、例えば低部食道括約筋１０のよう
な、傾斜が付けられた或いは窪んだ部位へ向かって逆行して引き上げることができるよう
に、逆向きにした装置の面を担持した電極を備えた、代替的な形態での図５８Ａの装置を
示している。
【００６６】
＜組織の表面領域を横切るアブレーション・パターンの電極のパターン及び制御＞
　用いるアブレーション装置および方法の幾つかの実施形態の態様が、アブレーション構
造上に在る電極パターンに特に注目して説明される。使用される装置が、図５から図７に
模式的に示されている。
　図６に示されているように、完全に周状のアブレーション面を備えた装置１００の伸長
した柔軟な軸４１は、多極ピン（multi-pin）電気コネクタ９４に接続されている。この
コネクタは、電源に接続され、また、拡張可能部材を拡張させるのに有用な流体源に取り
付けるための雄型ルーア（luer）コネクタ９６を含んでいる。伸長した柔軟な軸は、周の
回りに巻き付けられた電極９８を有している。
　図５及び図６に示された拡張可能部材は、３つの異なる電極パターンを含んでおり、そ
のパターンは図７Ａから図７Ｃにより詳しく表されている。典型的には、本発明の装置で
は唯一つの電極パターンが用いられるが、一つよりも多い電極パターンも含まれることが
できる。
　図５に示された装置では、伸長した柔軟な軸４１は、軸の一端で約２ミリメートルの分
離（セパレーション：separation）を伴った６つの双極リング６２（第１の電極パターン
）を備え、この双極リングに近接して、約１ミリメートルのセパレーションを伴って６つ
の単極のバンド（band）若しくは長方形６５（第２の電極パターン）を備え、更に、軸の
他端には、軸方向に組み合わされた今一つのパターンの双極フィンガー（finger）電極６
８（第３の電極パターン）が位置している。この装置では、単極バンドの最後のものと双
極の軸方向の電極との間に、ゼロ空間（null-space）が位置している。この研究で用いら
れるカテーテルは、銅を被覆した約１ミル（mil：０．００１インチ）の厚さのポリイミ
ド（polyimide）製の平坦なシートを用いて用意されたものである。所望の電極パターン
が、銅中にエッチングされた。
【００６７】
　代替的な電極パターンが、図８Ａから図８Ｄにおいて、それぞれ符号８０，８４，８８
及び９２として示されている。パターン８０は、約０．３ミリメートルのセパレーション
を伴った、軸方向に組み合わされた双極フィンガー電極のパターンである。パターン８４
は、０．３ミリメートルのセパレーションを伴った単極バンドを含んでいる。パターン８
８は、約０．２５ミリメートルのセパレーションを伴った、波状電極のパターンにおける
電極のパターンである。パターン９２は、約０．３ミリメートルのセパレーションを伴っ
た、双極リングを含んでいる。
　この場合、電極は約１８ミリメートルの直径を有するバルーンの外側表面に取り付けら
れている。装置は、図５に示されているように、電極を電源に接続するためにワイヤを電
極に取り付けることにより、無線周波数を利用するのに適合することができる。
【００６８】
　前述の電極配列の形態は、完全な３６０度のアブレーション面を備えたアブレーション
構造に関連して説明されたが、かかるパターン或いはその変形は、完全に周状よりも小さ
い面を横切ってエネルギーを供給するアブレーション構造、構造的には、例えば３６０度
よりも小さい周面のどんな部分でも融徐する（アブレーションする）、若しくは、約９０
度または約１８０度の範囲にわたってアブレーションする構造、にも適用することができ
る。
【００６９】
　ここで提供されたアブレーション・システムの実施形態は、概して、アブレーション支
持構造の表面上に実質的に平坦な電極パターンを有するものとして特徴付けられ、それが
アブレーションを施す組織について非浸透である。電極パターンは、管腔器官の実質的な
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放射状の態様を備えた、連続した治療領域を形成する；この領域は、電気フィラメント，
フィラメント・スプレー或いは単一ワイヤによって残されるアブレーション・パターンと
は区別される。
　本発明の幾つかの実施形態では、放射状の部分は完全に周状であってもよい；本発明の
実施形態によってアブレーションが施される管腔器官の放射状部分は、（１）胃の場合に
は比較的大きく小腸または肛門内の領域の場合には小さい、器官の周囲と、（２）電極パ
ターンの寸法との組み合わせの関数である。従って、上限では、治療領域の放射状の拡が
りは、３６０度くらいに大きく、また、胃内の治療領域の場合にあり得るように、約５度
から１０度くらいに小さい。
【００７０】
　アブレーション・エネルギーの供給システム及び供給方法の実施形態は、また、対象組
織について非浸透であることによって特徴付けられる。アブレーション無線周波数エネル
ギーは、本出願の他の場所で記載されたように、フラットな電極パターンが治療領域の組
織表面と治療上の接触をするときに、当該電極パターンから供給される；そして、この表
面接触のポイントから、エネルギーが、下に在る組織層に向かって内方へ直接に供給され
る。
【００７１】
　ここで提供されたアブレーション・システム及び方法の幾つかの実施形態は、更に、部
分的または分割した（フラクショナル：fractional）アブレーションを成し遂げるように
構成された電極パターンによって特徴付けることができ、その結果、組織表面の一部分の
みがアブレーションを達成するに十分な無線周波数エネルギーを受け、組織表面の他の部
分はアブレーションを達成するには不十分なエネルギーしか受けない。このシステム及び
方法は、更に、組織表面から内方への無線周波数エネルギーの供給を制御するように構成
されることができ、その結果、アブレーションに十分なエネルギーが供給される組織層の
深さが制御される。
【００７２】
　アブレーションが施される組織表面の対象領域の小部分（フラクション：fraction）を
制御することは、少なくとも或る程度、組織の或る小部分をアブレーションされるように
し、治療から表れる対象領域内の表面の或る小部分は実質的にアブレーションを受けない
ようにする、ことを含む。アブレーションされた表面とアブレーションされない表面の比
率を制御する機能は、治療にとって有益である。
　本発明の実施形態に従えば、アブレーション的な治療は、血管組織にアブレーションを
施し、周囲の組織に対して、最小限の影響、或いは回復可能なつまり一時的な影響しか与
えないこと、目指している。従って、望まれるのは、器官やその特定の層を実質的に損傷
させることなく、治療効果の程度の変化がもたらされる、良好に制御され調節されたアブ
レーションである。他の言い方で述べれば、対象とされる血管組織がその中に位置する器
官の健全性のためには、そして、個人全体としての健全性のためには、アブレーションの
後に、ある程度の通常の機能が周囲組織および介在する組織内に残っていることが、概し
て望ましい。
【００７３】
　血管細胞を含む対象領域内の細胞の分割したアブレーションを含む方法の血管組織に対
する影響については、ある程度まで、分割アブレーションは、完全なアブレーションと同
じくらい機能的には効果があり得る。
　血管細胞、特に、血管を形成する内皮細胞は、樹上性の様式（arboreal manner）で成
長する。隔絶された血管系は隔絶された血管系の他の部分と隣接することはないものと、
一般に信じられている。従って、分割したアブレーション施術を乗り越えて生き残った血
管は、しかし、上流側および下流側の接続とは隔離されたままで、置き去りであり、それ
により、生物学的には吸収されることが運命付けられている。
　このように、上述の考察により、対象領域内の組織の、特に、血管の対象領域内の組織
の、小規模のアブレーションは、急性の又は慢性の出血中の血管を効果的に融徐（アブレ
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ーション）でき、しかも、対象領域内の広い範囲で組織を良好で健全な状態のままに有益
に残すことができる、ことが理解できる。方法の実施形態は、このように、対象領域内の
組織の表面を横切って或る深さまでの、無線周波数エネルギーの供給を制御することを含
み、それにより、対象領域内の組織の一部分においてはアブレーションを達成するに十分
な無線周波数エネルギーを供給し、しかも、表面の他の部分に対しては、アブレーション
を達成するには不十分な無線周波数エネルギーしか供給しない。
【００７４】
　更に、本発明によって提供され望ましいものについての説明に役立つ実例を与える目的
で、アブレーション対象領域が内部にある器官は、対象領域の非血管組織内の細胞集団と
して評価することができ、その健全性に基づいて、劣悪な状態では、例えば２０％の低い
閾値の機能能力で、また、最高の状態では１００％の機能能力で、働くことができる。
　ここで提供されるアブレーション治療の目的は、類推によるこの例の範囲内では、細胞
の全集団を機能不全にすることはなく、５０％の能力で働くことであってもよい。また、
治療の目的は、アブレーション治療後に、集団内の或る小部分を約１００％の能力で働く
完全機能状態に維持し、或る残りの小部分をより低い範囲の能力で働くように維持するこ
とであってもよい。
【００７５】
　本発明の実施形態によれば、アブレーションされた組織表面対象領域の小部分の制御は
、様々の例示的な手法によってもたらされる：例えば、（１）比較的密集していない電極
パターンにおいて、間隔を空けた電極パターンの物理的形態によって、（２）比較的密集
した電極パターンの、広告掲示板状の手法での、部分的な操作によって、もたらされる。
　一般に、電極パターンの物理的形態による小部分のアブレーションの創成は、電極間の
或る間隔は十分に近くて、組織にアブレーションを施すに十分な電極間の所定のレベルの
エネルギーの伝達を許容し、一方、他の電極間の間隔は、アブレーションを施すに十分な
レベルのエネルギーの伝達を許容するに足るほど近くはない、ように電極パターンを構成
することを含んでいる。
　小部分のアブレーションの創成に対するこの手法を示す例示的な電極パターンの実施形
態が、以下に説明され、また、図４８から図５５に描かれている。電極の小集団（サブセ
ット）を作動させることによるアブレーション・パターンの創成は、上述の説明に類似し
た独創性あるシステム及び方法の作動を表しており、そこでは、全周パターン電極を備え
たアブレーション構造が、電極のラジアル方向小部分のみが作動するような方式で作動さ
せることができる。
【００７６】
　本発明のアブレーション・システムは、ここで数々の実施形態において説明されるよう
に、複数の電極を備えた電極パターンと、この電極パターンを支持する長手方向の支持部
材とを含んでいる。エネルギーは発生器（ジェネレータ：generator）から電極に送給さ
れ、前記ジェネレータの作動は、当該ジェネレータに連繋したコンピュータ・コントロー
ラによって制御される。このコンピュータ・コントローラは、電極の作動パラメータを制
御する。コンピュータ・コントローラは、全ての電極に、若しくは電極のサブセットに、
エネルギーを供給するように支持する機能を有している。前記コントローラは、更に、電
極が同時に、或いはサブセットにおいて、非同時に駆動されるように、エネルギー供給の
タイミングを制御する能力を有している。
　更に、他のどこかで説明したように、電極は、単極モードで、双極モードで、或いは多
重化モードで作動させられることができる。これら様々の作動方式は、特に、パターン内
の電極のサブセットを作動させる目的で、当該パターンが対象表面に治療上の接触をして
いるときに、対象領域内の組織の一部をアブレーションすることができ、対象領域内の組
織の一部はアブレーションされないままにする、パターンの形成を許容する。
【００７７】
　一般に、比較的密集した電極配列を伴った操作上の手法による分割したアブレーション
の創成は、幾つかの電極間に供給されるエネルギーは、アブレーションを行うに十分であ
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り、一方、幾つかの電極間では、アブレーションを行うに十分なエネルギーは供給されな
いように、電極パターンを操作することを含んでいる。分割したアブレーションを生み出
すこの手法を示す例示的な電極パターンの実施形態が、以下に説明され、また、図４８か
ら図５５に描かれている。
【００７８】
　本発明の実施形態によれば、組織の分割したアブレーション制御の他の態様は、対象領
域内の組織の層内へのアブレーションの深さを制御することに関連している。エネルギー
は表面から内方へ向かって供給され、従って、エネルギー供給における緩やかな増大でも
って、アブレーションのレベルを制御することができる。その結果、例えば、アブレーシ
ョンされた組織は、上皮層内の組織のみで成るかも知れず、或いは、上皮層および固有層
内の組織で成るかも知れず、或いは、上皮層，固有層および粘膜筋層内の組織で成るかも
知れず、或いは、上皮層，固有層，粘膜筋層および粘膜下層内の組織で成るかも知れず、
或いは、上皮層，固有層，粘膜筋層，粘膜下層および筋固有層内の組織で成るかも知れな
い。どんな場合でも、アブレーション・エネルギーが、消化管の急性の又は慢性の出血部
位の漿膜層に供給されることはない。
【００７９】
　本発明の実施形態は、所定の単一のアブレーション領域内の組織の小部分をアブレーシ
ョンするＲＦ電極配列のパターンを含んでおり、典型的な分割した配列のパターンが、図
４８Ａ，図４９Ａ及び図５０Ａに示されている。これら分割したアブレーション電極の配
列は、上述のように、完全に周状の対象領域に注力したアブレーション構造、或いは、例
えば９０度のラジアル面もしくは１８０度のラジアル面のような、完全な周状のあらゆる
部分に注力したアブレーション構造に適用することができる。
　図４８Ａは、支持面上の縞模様として平行に並んだ直線状の電極６０のパターン１８０
を示している。電極は十分に離間しており、治療上の接触状態で組織に対して押し付けら
れると、電極を通じたエネルギーの分配によって残った熱傷は、図４８Ｂに見られるよう
に、対象組織上に縞模様のパターンを呈する。図４８Ｂは、この電極パターンに対応する
もので、火傷していない、つまり実質的に影響を受けていない組織３ｂと交互に生じる、
火傷した、つまりアブレーションされた組織３ａの縞模様がある。
　本方法の幾つかの実施形態では、例えば、管腔の内周の約１８０度の対象表面、特に、
約９０度の対象表面のような、３６０度のラジアル角度よりも小さい対象領域、に注力し
たアブレーション構造において、異なる角度に位置するアブレーション構造でアブレーシ
ョンを繰り返すことができる。例えば、図４８Ｃは、最初のアブレーション事象の後に、
アブレーション構造が水平面内で約９０度だけ回転した後で、第２のアブレーション事象
が続くことによって創りだされる、組織熱傷パターン１９１を描いている。今一つの例と
して、図４８Ｄは、最初のアブレーション事象の後に、アブレーション構造が水平面内で
約４５度だけ回転した後で、第２のアブレーション事象が続くことによって創り出される
、組織熱傷パターン１９２を描いている。
【００８０】
　この方法で組織表面をアブレーションする能力の効果は、分配される全エネルギーのよ
うなパラメータを越えて、組織のアブレーション全体にわたって別のレベルの精細な制御
と、組織のアブレーションの深さとを、付け加える。分割されたアブレーションによって
、特に、図４８Ｃ及び図４８Ｄにおいて説明したように、繰り返しアブレーションと結び
付けられたときの分割アブレーションによってもたらされる制御のレベルは、どの程度で
あれ局部的な最大のアブレーション・レベルが存する、組織の小部分が分布した表面領域
を調整する。
　かかる分割した電極パターンによってもたらされる分割アブレーションは、アブレーシ
ョンの効果が完全で全部であることが意図されておらず、組織の、或いは組織内の細胞の
、機能的な妥協が望まれている場合には、特に有益である。従って、幾つかの治療上の例
では、対象領域の全体機能の全体的な損失よりも、対象領域の全体機能における部分的な
低下が、好ましい結果であるかも知れない。例えば、消化管の急性の又は慢性の出血部位
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の壁部での対象領域の分割アブレーションにおいては、好ましい結果とは、例えば、非血
管組織についての一時的な妥協であるかも知れない。火傷した領域３ａと火傷していない
領域３ｂとを含むアブレーション・パターンにおいては、火傷していない領域からの細胞
が、火傷した領域内の露出部分に移動し又は定着する細胞を生じせしめ得ることが、理解
されるべきである。
【００８１】
　図４９Ａ及び図５０Ａは、分割してアブレーションを施すアブレーション構造上の電極
パターンの他の例を描いており、図４９Ｂ及び図５０Ｂは、これらの電極パターンで治療
された組織上のそれぞれの分割された熱傷パターンを示している。図４９Ａでは、（中心
から外側に向かって）＋－－＋＋－パターンを形成するワイヤ電極により、同心円状のパ
ターン１８２が形成されている。作動させられると、＋－電極間の組織が焼かれ、＋＋電
極対間の組織または－－電極対間の組織は焼かれることはない。従って、図４９Ｂの同心
円状のパターン１９２が形成される。図４９Ａにおけるもののような、分割してアブレー
ションを施す電極パターンの実施形態は、完全な円形を含むことは必要なく、また、円形
（不完全な円形または楕円形）は、その共通の中心の周りに完全に同心状である必要もな
い。
【００８２】
　同様に、図５０Ａは、作動させられると図５０Ｂに見られるような熱傷パターン１９４
を創り出す、＋及び－電極の格子状パターン１８４を示している。隣り合う＋及び－電極
間に在る組織が焼かれ、隣り合う＋＋電極対間または－－電極対間に在る組織は焼かれな
いままである。図５０Ｂは、焼かれた領域３ａと実質的に焼かれずに残っている領域３ｂ
との相対位置を明瞭化するために、アブレーション構造からからの＋及び－電極の位置の
表現を含んでいる。
【００８３】
　本発明の実施形態は、操作的な手法により、所定の単一のアブレーション領域内の組織
の小部分をアブレーションするＲＦ電極配列のパターンを含んでおり、それにより、アブ
レーション事象が対象領域上に生じている間は、パターンの或る電極が作動させられ、或
る電極は作動させることがない。典型的な分割した配列が、図５１Ａ，図５２Ａ，図５３
Ａ及び図５４Ａに示されている。これら分割したアブレーション電極の配列は、上述のよ
うに、完全に周状の対象領域に注力したアブレーション構造、或いは、例えば９０度のラ
ジアル面もしくは１８０度のラジアル面のような、完全な周状のあらゆる部分に注力した
アブレーション構造に適用することができる。
【００８４】
　図５１Ａは、各電極を取り囲む閃光線（sparkle line）によって描かれたように、作動
パターン１８６Ａの全ての電極正方形が作動しているアブレーション事象の期間中の格子
状電極パターンを示している。電極パターン１８６Ａをこの様式で作動させることは、図
５１Ｂに見られるように、治療領域内の組織の全表面がアブレーションを施される組織３
ａである、アブレーション・パターン１９６Ａを創り出す。
　一方、図５２Ａは、各作動する電極を取り囲む閃光線によって描かれたように、作動パ
ターン１８６Ｂの一つおきの電極正方形のみが作動しているアブレーション事象の期間中
の格子状電極パターンを示している。電極パターン１８６Ｂをこの様式で作動させること
は、図５２Ｂに見られるような、アブレーション・パターン１９６Ｂを創り出し、そこで
は、アブレーションされた正方形の組織３ａの分散したパターンが、アブレーションされ
ない組織３ｂの正方形領域と交互に表れる、格子状の、分割してアブレーションされたパ
ターンである。
【００８５】
　図５３Ａは、各直線状電極を取り囲む閃光線によって描かれたように、作動パターン１
８８Ａの全ての電極の正方形が作動しているアブレーション事象の期間中の交番的な＋及
び－電極の縞模様の直線状電極パターンを示している。電極パターン１８８Ａをこの様式
で作動させることは、図５３Ｂに見られるような、アブレーション・パターン１９８Ａを
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創り出し、そこでは、治療領域内の組織の全ての表面がアブレーションされる組織３ａで
ある。
【００８６】
　一方、図５４Ａは、作動する直線状電極を取り囲む閃光線によって描かれたように、直
線状の電極対の交番的な電極対が作動しているアブレーション事象の期間中の交番的な＋
及び－電極の縞模様の直線状電極パターン１８８Ｂを示している。電極パターン１８８Ｂ
をこの様式で作動させることは、図５４Ｂに見られるような、アブレーション・パターン
１９８Ｂを創り出し、そこでは、治療領域内のアブレーションされた組織の縞模様がが、
アブレーションされない組織３ｂの縞模様と交互に表れる。
【００８７】
　図５５は、急性の又は慢性の出血部位での消化管のラジアル部分（radial portion）の
目標領域を、本発明の実施形態に従ったアブレーション治療の後の状態で示す、模式的に
表現した３次元の図である。アブレーションされた区域３ａは、非アブレーション組織３
ｂの広い海（sea）部分内の対象領域を通じて分布した区域として表現されている。この
模式図では、これらの区域は、僅かに円錐状の部分として描かれているが、実際には、ア
ブレーションされた区域は、より円柱状の形状であるかも知れない。
　区域３ａは、ここで説明されるように、消化管の壁部の層内へアブレーション領域の深
さにわたって作用する制御により、略同じ深さである。このような制御でもって、区域３
ａは、アブレーション・エネルギーが加えられた上側表面から当該区域が連続的に伸びる
層に関して変化することができる。円錐状の区域は、略同じ幅つまり直径のもので、ここ
で説明されるように、アブレーション面の領域にわたる制御により、組織全体にわたって
均一に分布している。
　この特定の例では、治療上の対象は、実際には、特定のタイプの細胞４ｂ（空白の（op
en）不規則な球体）、例えば、神経細胞または内分泌腺の分泌細胞であり；これらの細胞
は対象領域全体にわたって分布している。アブレーション治療後の対象細胞４ａ（色の濃
い（dark）不規則な球体）は、たまたまアブレーションされた円錐状区域３ａ内に包含さ
れていたものである。アブレーション後の細胞４ａは、多かれ少なかれ機能不全にされて
いるかも知れず、完全に機能不全であるかも知れず、ある程度だけ、単に説明上の例示の
ために平均で５０％だけ、機能的であるかも知れず、また、その機能性が特定の範囲にわ
たって変動するかも知れない。しかしながら、本発明の実施形態によれば、アブレーショ
ンされた組織の円錐体内に含まれていない細胞４ｂは完全に機能的であることが、評価さ
れるべきである。
【００８８】
＜アブレーション効果の組織深さの観点からのアブレーション制御＞
　アブレーションの表面領域分布を制御することに加えて、上述のような分割したアブレ
ーション電極の使用によって達成されるように、或いは、電極寸法の表面領域によって制
御されるように、アブレーション構造が組織と治療上の接触を行う組織表面のレベル以下
でのアブレーションの深さに関して、アブレーションを制御することができる。
　組織内の深さに関して制御されたアブレーションを提供するに適切なエネルギー供給パ
ラメータは、実験的に定めることができる。電極駆動の電気的なパラメータと食道組織に
おいて結果として得られるアブレーションのレベルとの関係を理解するために、例として
、正常な若い豚に対して実験的な一式の練習（exercise）が実行された。そのデータは、
２００３年２月１９日に出願されたGanz等の米国特許出願第10/370,645号に、また、２０
０３年８月２１日に刊行の、その出願の米国特許出願公開第2003/0158550 A1号に、特に
、当該出願の表１－４に、詳しく示されている。
　このような手法により、消化管の急性の又は慢性の出血部位内の他の組織のアブレーシ
ョンに対する適切なパラメータを定めることができる。食道組織を指向した、３６０度の
作動面を備えたアブレーション構造上のアブレーション電極パターンによって適用される
パラメータは、例として、緻密な間隔の双極の電極配列（２５０ミクロン未満）で、３０
０ミリ秒以内に供給される３００Ｗを含んでいる。８－１２Ｊ／ｃｍ２で供給されるエネ
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ルギー密度に関係したアブレーション深さは、上皮の完全な除去をもたらす。
　約９０度の作動ラジアル面を備えたアブレーション構造上のアブレーション電極パター
ンによって適用されるパラメータは、２５０ミクロン幅の間隔の多数の狭いバンド状の電
極を含んでおり、そこでは、ジェネレータが、１２－１５Ｊ／ｃｍ２のエネルギー投与量
で、４０Ｗ／ｃｍｓの非常に高い電力エネルギー密度を供給する。一般に、深さ変化は、
アブレーション時間，エネルギー投与量，エネルギー適用の回数および電極間隔によって
達成される。
【００８９】
　図２５は、例えば、食道，胃，幽門，十二指腸および腔腸などの、様々な内腔器官で発
見されるように、急性の又は慢性の出血部位での消化管の組織構造の模式的な表現を提供
している。図２５に示された層の相対的な存在感および深さおよび構成は、器官によって
変化するが、基本的な構造は同様である。
　消化管の急性の又は慢性の出血部位の層は、消化管の急性の又は慢性の出血している管
腔の部位に面する、最内側から最外側の順に；また、図２５に見られるように、そして、
アブレーション構造が組織に近付く方向の観点から、記載されている。最内側の層は表面
（上皮組織）と呼ぶことができ、後続する層は、「それより上側の」層の下方または下側
に在ることが理解され得る。
　消化管を通って移動するときに、直接に栄養素および加工栄養物と直接に接触する層で
ある、急性の又は慢性の出血部位での消化管の最内側層は、上皮組織１２の層である。こ
の層は、摩耗から、及び酸性環境の腐食効果に対して、管腔を保護する粘液を分泌する。
上皮組織の下側は固有層１３として知られる層であり、その下側は粘膜筋層１４として知
られる層である。上皮組織１２，固有層１３及び粘膜筋層１４は、全部合わさって粘膜１
５を構成している。
【００９０】
　粘膜層１５の下側は、上側の粘膜層１５と下側の筋固有層１７との間の分離境界を形成
する粘膜下層１６である。筋固有層１７は、斜めの，円形の及び長手方向の層を含む、器
官を様々な方位にて包む平滑筋の様々な異なった層を含んでいる。この筋固有層１７を包
むのは、器官の外側境界となる漿膜１８である。
【００９１】
　消化管壁の全体は、非常に血管性であり神経が分布している。粘膜層は、また、分泌腺
、並びに、管腔内に内容物を分泌し血流内にホルモンを分泌する細胞が豊富である。血管
系，外分泌腺細胞，内分泌腺細胞および神経細胞を含む、これらの細胞は全て、アブレー
ション・エネルギーが、それらが存在する区域に指向させられるときには、アブレーショ
ンの潜在的な対象となる。エネルギーを受ける結果、細胞は、殺されるか、もはや機能が
無くなる程度にまで損傷させられるか、或いは、ある程度の機能を残して部分的にダメー
ジを受ける。
　更に、これらの細胞は全て集団内部にあり、部分的なアブレーションは、集団のある細
胞は除去あるいは救済の見込みが無いほどに損傷を受け、ある細胞は実質的に絵影響を受
けないで完全な機能性を維持したままである、ダメージの統計的分布を明らかにする、こ
とが理解されるべきである。このような部分的つまり分割されたアブレーション事象にお
いては、治療上のアブレーションの後の機能の残留レベルは、機能および機能不全の範囲
を含むかもしれない。
【００９２】
　本発明の実施形態によって与えられるように、消化管の急性の又は慢性の出血部位での
壁部細胞に適用されるアブレーションは、深さ制御することができ、その結果、上皮組織
１２のみが、若しくは粘膜層のみが、アブレーションされ、より深い層は実質的に影響さ
れないままになる。他の実施形態では、アブレーションされた細胞は、上皮組織で始まり
、更に、所望の治療効果を達成するに必要であれば、粘膜下層内へ、また場合によっては
、筋固有層内にまで、より深く広がる。
【００９３】
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＜部分的に周状のアブレーションのための装置および方法＞
　急性の又は慢性の出血部位の消化管の組織にアブレーションを施す方法の或る実施形態
は、図２４に示されているように、従来の内視鏡１１１によって支持されたアブレーショ
ン構造を備えたアブレーション装置の使用を含んでいる。ここで説明されるように、特に
、アブレーション装置および方法の実施形態によるアブレーションの対象とされた組織は
、従って、急性の又は慢性の出血部位での消化管の壁部上にある。
商業的に利用可能な従来の内視鏡１１１の一例は、オリンパス（Olympus）社の「胃ビデ
オ内視鏡（gastrovideoscope）」型式番号GIF-Q160である。特定の商業的に利用可能な内
視鏡の特殊な構造は違うかもしれないが、殆どの内視鏡は、図２４に示すように、操縦可
能な遠位端部１１０を有する軸部１６４と、ハブ若しくはハンドル部１６２とを含んでお
り、該ハンドル部は、ビデオ画面１６０への接続用の視覚チャンネル（visual channel）
と、軸部１６４内部の内部作動チャンネル内へのアクセスを与えるポート部（port）１６
６とを含んでいる。内視鏡の技術分野で良く知られているように、オペレータが内視鏡１
１１の遠位端部１１０を選択的に操縦することができるように、ハンドル部１６２には、
通常、ダイアル，レバー若しくはその他の機構（不図示）が設けられることであろう。
　本発明によれば、アブレーション構造を含めてアブレーション装置は、内視鏡の遠位端
部で支持されながら、消化管内を急性の又は慢性の出血部位に向かって前進させられる。
アブレーション構造は組織表面の方に偏向可能であり、また、アブレーション構造は組織
表面にアブレーションを施すために作動させられる。
　急性の又は慢性の出血部位での消化管内では、様々の大きさの組織表面部分が、当該装
置を用いてアブレーションを施される。更に説明されるように、本節で説明される実施形
態のアブレーション構造は、完全な３６０度を囲むものではなく、以下で更に説明される
ように、３６０度の一部分を囲むもんである。
【００９４】
　概して言えば、或る態様では、急性の又は慢性の出血部位の消化管の組織にアブレーシ
ョンを施す方法が提供される。この方法は、アブレーション構造を内視鏡の遠位端部で支
持しながら、当該アブレーション構造を急性の又は慢性の出血部位での消化管内に前進さ
せることを含んでいる。或る実施形態では、消化管の急性の又は慢性の出血部位へのアブ
レーション構造の前進は、治療上の接触を達成するために十分な近位に近づくように装置
のアブレーション構造を位置させれば十分であるかもしれない。
　他の実施形態では、適切なレベルの治療上の接触を達成するために、その後に続くステ
ップが実行されるかも知れない。この随意的なステップは、一般に、アブレーション構造
を対象部位へ向かって移動させることとして理解される。このように、前記方法は、アブ
レーション構造の少なくとも一部を、内視鏡に関して、また、組織表面に向かって移動さ
せることと；組織表面に対してアブレーションを施すために、アブレーション構造を作動
させることとを更に含んでいるかも知れない。
　アブレーション構造の少なくとも一部を内視鏡に関して移動させることは、当該内視鏡
に沿って、内視鏡の方に向かう動作、或いは内視鏡から離間する動作を含み得る。アブレ
ーション構造を対象組織表面に向かって移動させることは、当該構造に特有な方法で実行
することができる。例えば、バルーン部材を膨張させることにより、デフレクション部材
を拡張させることにより、或いはデフレクション部材を移動させることにより、当該構造
を移動させることができる。
　このような動作の機能は、アブレーション構造と対象部位との間に治療上有効な接触を
確立することである。前記の治療上有効な接触は、実質的で一様な接触を含んでおり、電
極からの放射発散の高度に制御された電気的なパラメータが、同様に高度に制御された組
織のアブレーションをもたらす。
　本発明の幾つかの実施形態は、一旦確立されたかかる治療上有効な接触を固定（ロック
：lock）し、又は拘束するための構造および方法を、更に含んでいる。従って、これら幾
つかの実施形態は、例えば、アブレーション構造と組織部位との間の結合を固定するため
の吸引力を用いる、位置固定ステップを含んでいる。
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【００９５】
　図９，図１０，図１１及び図２６に示されているように、急性の又は慢性の出血部位で
の消化管内の組織にアブレーションを施す方法の一つの態様は、組織表面３にアブレーシ
ョンを施すためのアブレーション装置１００を含んでおり、この装置１００は、例えば内
視鏡１１１によって支持されたアブレーション構造１０１などのアブレーション構造を含
んでいる。
　当該方法は、（１）アブレーション構造１０１を管腔器官内へ前進させるステップ；（
２）アブレーション構造１０１を組織表面３に向かって撓ませるステップ；及び（３）組
織表面３にアブレーションを施すためにアブレーション構造を作動させるステップにより
、急性の又は慢性の出血部位での消化管の管腔器官の壁部内の組織にアブレーションを施
すことを含んでいる。図９に示されているように、装置１００は、ハウジング１０７と、
電気的接続体１０９と、膨張ライン１１３と、膨張部材つまりバルーン１０５と、を追加
的に備えることができる。
【００９６】
　或る実施形態では、アブレーション構造１０１は、消化管の急性の又は慢性の出血部位
での器官の壁部の粘膜層に、無線周波数エネルギーを含むエネルギーを供給するように、
構成され配置された電極構造である。このようなアブレーション構造１０１は、複数の電
極を含み得ることが想定される。例えば、２つ若しくはそれ以上の電極が、アブレーショ
ン構造の一部であるかも知れない。
　筋層組織は実質的に保護する一方で、粘膜層または粘膜下層レベルの組織のアブレーシ
ョンを達成するために、或いは、代替的に、これら組織に治療上の損傷を生じさせるため
に、適切なレベルでエネルギーを供給することができる。ここでは、用語「アブレーショ
ン」は、一般に、当該組織の特性である機能の喪失または組織の壊死の何らかを生じさせ
る熱的被害（ダメージ：damage）を指すものとして、使用される。前記熱的ダメージは、
組織の加熱または組織の冷却（つまり冷凍）を通じて達成することができる。
【００９７】
　本発明の実施形態によって与えられるように、無線周波数エネルギーは、アブレーショ
ン用エネルギーの一つの特定の形態であるけれども、他の実施形態は、例えば、マイクロ
波エネルギー，おそらくは改良された感作物質（sensitizing agent）と組み合わせられ
る赤外線もしくは紫外線のような光または放射源を含む、他のエネルギー形態を利用する
かも知れない。フォトニック源（photonic source）は、半導体エミッタ（emitter），レ
ーザ及び他のこのような源を含むことができる。光エネルギーは、平行にされてもよく、
或いは非平行でもよい。
　本発明の他の実施形態は、アブレーション・エネルギー媒体として、加熱可能な流体、
または代替的に、冷却媒体を利用するかも知れず、この冷却媒体は、液体窒素，フレオン
（登録商標），非ＣＦＣ冷媒，ＣＯ２又はＮ２Ｏなどのような、非制限的な例を含むもの
である。温かい又は冷たい流体もしくは気体を用いるアブレーションのために、アブレー
ション・システムは、患者の外部から加熱／冷却バルーン又は他の要素に加熱／冷却媒体
を循環させ、その後、患者の外部へ再び戻す、装置を含むことができる。
　冷凍手術プローブにおいて媒体を循環させる機構は、アブレーションの分野では良く知
られている。例えば、好適な循環機構が、Dobakに付与された米国特許第6,182,666号，Do
bakに付与された米国特許第6,193,644号，Liに付与された米国特許第6,237,355号およびK
ovalcheckに付与された米国特許第6,572,610号に開示されており、それらは引用すること
により、ここに組み入れられる。
【００９８】
　或る特定の実施形態では、消化管の急性の又は慢性の出血部位での器官の壁部に供給さ
れるエネルギーは、エネルギー供給装置１００から供給することができる無線周波数エネ
ルギーを含んでいる。無線周波数エネルギーは、数多くの方法で供給することができる。
典型的には、無線周波数エネルギーは、アブレーション構造１０１上に位置する双極配列
の電極から、双極式に供給される。ある場合には、例えば、バルーン（balloon），フレ
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ーム（frame），ケージ（cage）などの膨張可能な構造であって、電極と対象組織との間
の制御されたレベルの治療上の接触（例えば、直接の接触を介しての、或いは誘電性の膜
もしくは他の層を介しての接触）を確立するために、粘膜組織に対し直接に又は直ぐ近接
して膨張し展開配置することができる構造上に位置する電極から供給される。
　代替的には、電極構造は、典型的には、患者の皮膚上、例えば背中の窪み上に位置した
対極板と組み合わされた無線周波数電力供給によって電圧が加えられる、単極性の電極構
造を含んでいてもよい。
　どんな場合でも、筋層組織を実質的に加熱することなく、そうでなければダメージを及
ぼすことなく、粘膜層または粘膜下層レベルの組織のみを、損傷させ又はアブレーション
を施すために、無線周波数エネルギーは典型的には、非常に短い期間にわたって高いエネ
ルギー束で供給される。アブレーション構造が複数の電極を含む実施形態では、１つ若し
くはそれ以上の電極が双極性または単極性であり、幾つかの実施形態では、双極性と単極
性の電極の組み合わせを含んでいる。
【００９９】
　アブレーション構造１０１は、形状および大きさに関して、数多くの方法の如何なる方
法ででも構成され配置されることができる。典型的には、配列が、約０．５ｃｍ２から約
９．０ｃｍ２の範囲の面積を有している。典型的な形状は、長方形，円形および楕円形を
含むことであろう。或る実施形態では、アブレーション構造は、約４ｃｍ２の面積と、約
２ｃｍ×２ｃｍの寸法とを有している。
【０１００】
　アブレーション装置１００のハウジング１０７は、アブレーション構造１０１を支持す
るように構成され配置されている。前記ハウジング１０７は、アブレーション構造１０１
によって創り出される高いエネルギー束に耐えるものであれば、あらゆる好適な材料で製
作することができる。
　図９から図１４，図１７，図１８，図２１及び図２２に示されているように、或る実施
形態では、ハウジング１０７は、アブレーション装置１００が内視鏡１１１によって支持
されているときには、アブレーション構造と内視鏡１１１との間に挟まれている。アブレ
ーション構造１０１の一端は、対象組織（不図示）との接触の容易性を向上させるために
、他端よりも内視鏡から更に離間することができる。例えば、アブレーション構造１０１
の近位端部が対象組織と接触することを確かなものとするために、電極の近位端部が、傾
斜付けられたハウジング部材１０７によって支持されてもよい。
【０１０１】
　アブレーション装置の電気的な接続体１０９は、アブレーション構造１０１を電源に接
続させる。前記電気的な接続体１０９は、アブレーション構造１０１を介して制御された
エネルギー供給をもたらすために、必要に応じて、単一のワイヤ又は複数のワイヤを含む
ことができる。或る実施形態では、電気的な接続体１０９は、例えばリッツ線（litz wir
e）のような低電気損失のワイヤを含んでいる。
【０１０２】
　膨張ライン１１３は、拡張媒体を、典型的には好適な流体もしくは気体を、膨張部材へ
輸送し、また膨張部材から輸送するように、構成され配置されている。或る実施形態では
、膨張ラインは可撓性のチューブ（flexible tube）である。前記膨張ライン１１３は、
重合体（ポリマー：polymer）又は共重合体、例えば、非制限的な例である、ポリイミド
，ポリウレタン，ポリエチレン・テレフタレート（ＰＥＴ），或いはポリアミド（ナイロ
ン）などによって、製作することができる。
　膨張部材１０５は、対象組織表面３に関して、アブレーション装置１００を撓ませるよ
うに設計されている。この膨張部材１０５は、大きくなった外形輪郭へ可逆的に拡張され
ることができる。
【０１０３】
　或る実施形態では、膨張部材１０５は、更に、内視鏡１１１によるアブレーション装置
１００の支持のための取付部分としての役割を果たしている。図９から図１４，図１７，
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図１８，図２１及び図２２に示されているように、膨張部材１０５は、拡張媒体を用いて
、小さい外形輪郭の形態もしくは構造（図１０及び図２０参照）から大きくなった外形輪
郭の形態もしくは構造（図１１から図１４，図１７から図１９４参照）へ展開されること
ができる。アブレーションの準備をする際には、膨張部材１０５が十分に膨張させられた
ときに、アブレーション装置１００の組織表面３に関しての撓みを達成することができる
。
　図１１，図３１，図４２及び図４４に示されているように、或る実施形態では、装置１
００の撓みは、アブレーション構造１０１と対象組織表面３との間の治療的レベルの接触
、すなわち、実質的に直接的で一様かつ持続可能な接触をもたらす。例えば、図３１，図
４２及び図４４に示されているように、膨張部材１０５が十分に膨張させられると、その
結果得られる膨張部材１０５の外形輪郭は、組織表面３に接触し、消化管の急性の又は慢
性の出血部位での管腔器官の内壁とアブレーション構造１００との間に、撓みによる接触
をもたらす。
　これらの実施形態では、アブレーション構造１０１と組織表面３との間の接触を達成す
るために、膨張部材１０５と組み合わせて吸引を適用することができる。吸引は、内視鏡
１１１を介して、或いはアブレーション装置を介して、達成することができ、アブレーシ
ョン構造１０１周りの対象組織表面３を潰すのに役立つ。
【０１０４】
　様々な実施形態において、膨張部材１０５は、柔軟，非柔軟もしくは半ば柔軟であって
もよい。膨張部材１０５は、例えば、非制限的な例である、ポリイミド，ポリウレタン或
いはポリエチレン・テレフタレート（ＰＥＴ）などの重合体（ポリマー：polymer）のよ
うな材料で作られた、薄い可撓性の空気袋で製作することができる。
　或る実施形態では、膨張部材は風船体（バルーン）である。膨張部材１０５の膨張は、
例えば、流体または気体の拡張媒体の制御された供給を用いる膨張ライン１１３を介して
達成することができる。拡張媒体としては、例えば空気のような、圧縮性の気体状媒体を
含むことができる。代替的には、拡張媒体は、例えば水や食塩水のような、非圧縮性の媒
体を含むことができる。
【０１０５】
　図１２，図１３及び図１４に示されているように、膨張部材１０５は、組織表面３に関
してアブレーション装置１００の撓みを容易にするために、様々のやり方で構成され配置
されることができる。例えば、図１２に示されているように、膨張部材１０５は、ハウジ
ング１０７及びアブレーション構造１０１に関すると同様に、支持している内視鏡１１１
に関して、偏芯して位置することができる。この代わりに、例えば図１３にしめされるよ
うに、膨張部材１０５は、支持している内視鏡１１１に関して同芯状に位置することがで
き、アブレーション構造１０１は、前記膨張部材１０５に対し内視鏡１１１から遠位側に
取り付けられることができる。
　他の実施形態では、図１２に示されているように、膨張部材１０５は、支持している内
視鏡１１１とアブレーション構造１０１との間に位置することができる。
図１２から図１４に示されたアブレーション構造１０１は、膨張部材１０５が展開配備さ
れたときには、例えば約５度から３６０度にわたる、内視鏡１１１の周方向のスパンの範
囲をカバーすることができる。
【０１０６】
　消化管の急性の又は慢性の出血部位での管腔器官内の組織にアブレーションを施す或る
方法は、消化管の急性の又は慢性の出血部位へアブレーション構造１０１を進行させる第
１ステップを含んでいる。第２ステップでは、アブレーション構造１０１は、消化管の急
性の又は慢性の出血部位で、内視鏡１１１でもって支持される。第３ステップでは、アブ
レーション構造１０１は、組織表面３の方に向かって撓ませられる。第４ステップでは、
組織表面３にアブレーションを施すために、アブレーション構造１０１にエネルギーが加
えられる。
【０１０７】
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　いま一つの方法においては、内視鏡支持されたアブレーション構造１０１を進行させる
ステップは、消化管の急性の又は慢性の出血部位での管腔器官内へ内視鏡１１１を進行さ
せることと、この内視鏡１１１を越えてアブレーション構造１０１を進行させること、を
含むことができる。例えば、内視鏡１１１は、アブレーション対象組織表面３に関して位
置することができ、その後に、アブレーション構造１０１は、対象組織表面３にアブレー
ションを施すために、内視鏡１１１の外側を越えて進行させられることができる。
【０１０８】
　更に別の方法においては、内視鏡１１１でもってアブレーション構造１０１を支持する
ステップは、内視鏡１１１をアブレーション構造１０１内へ挿入することを含んでいる（
例えば、図１Ａから図２Ｂ参照）。或る関連した方法では、アブレーション構造１０１は
、鞘状体（シース：sheath）１０３によって支持され（図２６から図２６，図３０，図３
１，図３２及び図３７参照）、内視鏡１１１をアブレーション構造１０１内へ挿入するス
テップは、内視鏡１１１を前記シース１０３内へ挿入することを含んでいる。更に別の関
連した方法では、内視鏡１１１を前記シース１０３内へ挿入するステップは、当該シース
１０３に開口（不図示）を創ることを含んでいる。
【０１０９】
　或る特定の方法では、シース１０３の近位部分よりも小さい外径を有する当該シース１
０３の遠位部分が、内視鏡１１１がその内部へ挿入されるときに拡張させられるように適
合させられる。
【０１１０】
　別の方法においては、急性の又は慢性の出血部位での消化管内へアブレーション構造１
０１を進行させるステップは、（図３４Ａ，図３５Ａ及び図３６Ａについて、以下で議論
されるように）内視鏡の近位端部または遠位端部の何れかから、当該内視鏡１１１の溝部
（チャンネル：channel）を通って、アブレーション構造１０１を進行させることを含ん
でいる。
　また別の方法においては、アブレーション構造１０１を支持するステップは、（図３４
Ａ，図３５Ａ，図３６Ａ，図３７から図３９について、以下で議論されるように）内視鏡
１１１の溝部でもってアブレーション構造１０１を支持することを含んでいる。
更なる方法においては、撓み構造もしくは撓み部材１５０は、内視鏡１１１の溝部を通っ
て進行させられ、アブレーション構造１０１を組織表面３の方に向かって撓ませるステッ
プは、撓み構造もしくは撓み部材１５０でもってアブレーション構造１０１を撓ませるこ
とを含んでいる。
【０１１１】
　図３４Ａ，図３５Ａ及び図３６Ａに示されているように、様々に適合させられ構成され
たアブレーション構造１０１は、内視鏡の内部作動チャンネル２１１内に嵌合して、それ
を通って移送されることができる。各ケースでは、内視鏡１１１の遠位端部１１０から出
ると半径方向に拡張した第２の形態に拡張することができる、寸法的に小型化された第１
の形態において、アブレーション構造１０１及び不随の撓み機構は、内部作動チャンネル
２１１を通って移送されることができる（例えば、図３４Ａ，図３４Ｂ，図３５Ａ，図３
５Ｂ，図３６Ａ及び図３６Ｂ参照）。
【０１１２】
　図３４Ｂに示されているように、或る実施形態では、撓み機構は膨張部材１０５であり
、それに対して、アブレーション構造１０１は、例えば、エッチング（etching），取り
付け又は接着により、一体化されるか又は搭載し／取り付けることができる。膨張部材１
０５は、例えば、柔軟な，非柔軟な又は半ば柔軟なバルーンである。
【０１１３】
　図３５Ｂ及び図３６Ｂに示されているように、別の実施形態では、撓み機構は、第２の
所望の形態および配置に拡張することができる拡張可能部材２０９である。図３５Ｂに示
されているように、前記拡張可能部材２０９は、それに対してアブレーション構造１０１
が搭載または一体化される、拡張可能なステント（stent），フレーム（frame）又はケー
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ジ（cage）装置である。
　例えば、拡張可能部材２０９は、ワイヤケージ（wire cage）であり、該ワイヤケージ
は、アブレーション構造１０１に特徴をもたらす双極回路の構成部品であってもよい。そ
の代わりに、ケージは、可撓性の電極回路を接着することができ、或いは、電極であるア
ブレーション構造１０１を設けるためにケージの外面または内面に取り付けることができ
る。
　図３５Ｂに示されているように、前記拡張可能部材２０９は、内視鏡１１１の遠位端部
１１０から出ると拡張する、取り付けられたアブレーション構造１０１を含む又は有する
、折り畳まれた若しくは巻かれた一連の輪状体（フープ：hoop）であってもよい。
【０１１４】
　更に、図３７から図３９に示されているように、アブレーション構造１０１は、内視鏡
１１１の溝部でもって支持されることができる。図３７から図３９に示されているように
、或る実施形態では、アブレーション装置１００は、取り付けられたハウジング１０７及
びアブレーション構造１０１を支持する撓み部材１５０を含んでいる。図３９に示されて
いるように、内視鏡１１１は、アブレーション装置１００の内部結合機構２１５に接続さ
れた撓み部材１５０の前進または後退に好適な内部作動チャンネル２１１を含んでいる。
　図３７及び図３９は共に、配備位置において撓み部材１５０の曲がり領域を含んでいる
撓み部材１５０を示しており、前記配備位置では、撓み部材１５０の曲がり領域は、内視
鏡遠位端部１１０の外部に位置している。図３８は、非配備位置における撓み部材１５０
を示しており、前記非配備位置では、撓み部材１５０の曲がり領域は、内視鏡１１１の内
部に位置している。
　このように、アブレーション構造１０１は、前記撓み部材１５０と、アブレーション装
置１００の接続された内部結合機構２１５により、内視鏡１１１の溝部（内視鏡１１１の
内部作動チャンネル２１１）でもって支持されている。
【０１１５】
　更に、前記撓み部材１５０が、内視鏡の内部作動チャンネル２１１内で、進行させられ
ると、つまり近位方向または遠位方向へ移動させられると、従って、当該撓み部材１５０
は、内視鏡１１１のチャンネル（溝部）を通って進行させられることになる。
　他の実施形態では、撓み機構が、膨張ライン１１３に結合された膨張可能部材１０５（
展開配備された形態で示されている）である図４２に示されているように、前記膨張ライ
ン１１３は、内視鏡の内部作動チャンネル２１１内に配置されることができる。
　更に他の実行例では、（展開配備されていない形態での）膨張可能部材１０５及び膨張
ライン１１３の両方は、内視鏡１１１に関して近位方向または遠位方向の何れの方にも、
内部作動チャンネル２１１内で進行することができる。図３７に示されているように、導
電性ワイヤ１０９は、作動チャンネル（不図示）を介して又は外側を通すことができる。
【０１１６】
　図４１に示されているように、別の実行例では、アブレーション・ハウジング１０７と
、アブレーション装置１００の内部結合機構２１５に接続されたアブレーション構造１０
１と、を支持するのに好適な内部作動チャンネル２１１を含んでいる。このように、接続
されたアブレーション構造１０１は、内視鏡１１１の溝部内に支持されている。
　加えて、図４１に示されているように、ハウジング１０７及びアブレーション構造１０
１は、内視鏡１１１の外部領域によって更に支持されることができ、そこでは、内部結合
機構２１５は、ハウジング１０７を内視鏡１１１の外部領域と接触状態に位置させるよう
に、適合され構成される。前記内部結合機構２１５は、流体または空気内で吸引し流すた
めに作動チャンネルの使用を容易にするために、カニューレに挿入されることができる（
不図示）。
【０１１７】
　他のアブレーション方法においては、追加的なステップが、消化管の急性の又は慢性の
出血部位での管腔器官内部で、内視鏡１１１に関してアブレーション構造１０１を移動さ
せることを含んでいる。図２７，図２８，図３０，図３２及び図４７に示され、以下で議
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論されるように、アブレーション構造１０１が取り付けられるアブレーション装置１００
のシース１０３は、内視鏡１１１に関してアブレーション構造１０１を移動させることを
可能にする。更に、図３４Ａ，図３５Ａ，図３６Ａ，図３７，図３８，図３９及び図４１
に示され、以前に議論されたように、アブレーション装置１００の少なくとも一部がそれ
を通して配置される内視鏡１１１の内部作動チャンネル２１１は、内視鏡１１１に関して
アブレーション構造１０１を移動させることを可能にする。
【０１１８】
　図１１，図３１，図４２及び図４４を参照すれば、更に他の実施形態では、アブレーシ
ョン構造１０１を組織表面３の方に向かって撓ませるステップは、消化管の急性の又は慢
性の出血部位での管腔器官内で、アブレーション装置１００の膨張部材１０５を膨張させ
ることを含んでいる。前記膨張部材１０５は、可逆的に膨張可能に構成し配置されること
ができる。膨張部材１０５は、潰れた形態でアブレーション構造１０１に沿って消化管内
へ挿入されることができ、予め選定された処理領域で位置を特定されると拡張される。或
る実行例では、膨張部材１０５はバルーンである。
　例えば図１１，図３１，図４２及び図４４に、膨張部材１０５が膨張され又は展開配備
されたときに、アブレーション構造１０１を組織表面３の方に向かって撓ませることが、
どのようにして達成されるかが示されている。図１１，図３１，図４２及び図４４に示さ
れているように、十分に膨張すると、膨張部材１０５は、組織表面３に接触し、従って、
対向する組織表面３と接触するアブレーション構造１０１を撓ませる。
【０１１９】
　図１９Ｂ，図２０，図３５，図３６に示され、以前に議論されたように、更なる方法に
おいては、アブレーション構造１０１を撓ませるステップは、撓み構造あるいは撓み部材
１５０を拡張させることを含んでいる。
　或る実行例では、図１９Ａに示されているように、アブレーション装置１００はシース
１０３を含んでおり、このシース１０３は撓み部材１５０を受容するように構成され配置
され、内視鏡１１１及びアブレーション構造１０１は、シース１０３に内部的に受容され
ている。或る実行例では、撓み部材１５０は、例えばニチノール（Nitinol）のような形
状記憶合金である。この実施形態における撓み部材１５０の柔軟な拡張は、内視鏡，アブ
レーション装置１００の弾性シース１１５（図１９Ａに示されている）、若しくは、アブ
レーション・ハウジング１０７を含む、装置１００のあらゆる部分に、結合されることが
できる。
【０１２０】
　図３４，図３５，図３６，図３７，図３８及び図３９に示され、以前に議論されたよう
に、更なる方法においては、アブレーション構造１０１を撓ませるステップは、撓み構造
あるいは撓み部材１５０を移動させることを含んでいる。
【０１２１】
　手短に言えば、各ケースにおいて、撓み部材１５０を非展開形態から展開形態へ変化さ
せるのに、撓み部材１５０を移動させることが用いられている。図２３に示されているよ
うに、或る実施形態では、アブレーション構造１０１を撓ませることは、アブレーション
構造１０１内の屈曲点を含んでおり、そこでは、例えば、組織表面３と接触する際に遭遇
する抵抗に応答して、アブレーション構造が撓むことができる。
【０１２２】
　図４３，図４４及び図４５Ａから図４５Ｃに示され、以下で更に詳しく議論されるよう
に、別の方法においては、アブレーション構造１０１を撓ませるステップは、内視鏡１１
１に関して、それら各々の平行な長手軸に沿って、アブレーション構造１０１を、回転さ
せ、回動させ、旋回させ、或いは回すことを含んでいる。
　内視鏡１１１に関するアブレーション構造１０１の撓みは、消化管の急性の又は慢性の
出血部位での管腔の壁部上の対象部位に関して撓んでいる、内視鏡１１１の遠位端部１１
０と組み合わされて生じることができる。また、アブレーション構造１０１は、組織に対
するアブレーション装置１００の付加を達成するのに用いられる膨張部材１０５と組み合
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わせて、撓ませることができる。或る実施形態では、アブレーション構造１０１を撓ませ
るステップは、更に、以上に開示された撓ませるステップのあらゆる組み合わせを含んで
いてもよい。
【０１２３】
　図１９，図２０，図２１，図２２，図３４Ａ，図３４Ｂ，図３５Ａ，図３５Ｂ，図３６
Ａ，図３６Ｂ，図４６Ｂ及び図４７に示されているように、いま一つのアブレーション方
法においては、追加的なステップが、アブレーション構造１０１を第１の形態から半径方
向に拡張された第２の形態へ動作させることを含んでいる。図１９，図２０，図２１及び
図２２に示されたアブレーション構造１０１の半径方向の拡張に関する詳細は以下に記載
され、一方、図３４Ａ，図３４Ｂ，図３５Ａ，図３５Ｂ，図３６Ａ及び図３６Ｂに対する
詳細は以前に記載されている。
　更に、図４６Ｂ及び図４７に示されているように、アブレーション構造１０１は、第１
の形態に配置されることができ、この第１形態では、当該アブレーション構造１０１が、
直接に、或いはハウジング１０７（不図示）を介して、カテーテル２５４に取り付けられ
た膨張部材１０５に結合されている。展開配備されていない形態では、図４６Ｂ及び図４
７に示されているように、非膨張状態の膨張部材１０５及びアブレーション構造１０１は
、内視鏡１１１に関して比較的小さい外形輪郭を有している。膨張部材１０５は、展開配
備されると、アブレーション構造１０１を半径方向に拡張された第２の形態（不図示）へ
動作させる。
【０１２４】
　図１５，図１６，図４０，図４３，図４４，図４５Ａから図４５Ｃ，図４６Ｂ及び図４
７に示されているように、更なる方法においては、追加的なステップが、アブレーション
構造１０１を内視鏡１１１に取り付けることを含んでいる。
　図１５及び図１６に示されているように、アブレーション構造１０１の内視鏡１１１へ
の取り付けも、弾性シース１１５によって行うことができる。弾性シース１１５は、アブ
レーション構造１０１を、内視鏡１１１上の所望の位置に取り外し可能に保持することが
できる。弾性シース１１５は、内視鏡の遠位端部１１０を越えて嵌合するように構成され
配置されることができる。図１５及び図１６に示されているように、膨張部材１０５は弾
性シース１１５に取り付けることができ、或いは、その代わりに、膨張部材１０５が「弾
性シース」としても働くことができる（不図示）。
【０１２５】
　別の方法においては、アブレーション構造１０１を内視鏡１１１に取り付けるステップ
は、アブレーション構造１０１を内視鏡の外表面に取り付けることを含んでいる。代替的
には、取付ステップは、例えば、内視鏡の内表面に取り付けること、内視鏡の内側の又は
外側の機構に取り付けること、或いは、以上のあらゆる組み合わせ、を含むことができる
。水，ＩＰＡ，ゼリー状のもの或いは油が、アブレーション装置の内視鏡に対する取付お
よび取り外しを目的として、用いられるかも知れない。
【０１２６】
　図４１に示されているように、更なる方法においては、アブレーション構造１０１を内
視鏡１１１に取り付けるステップは、アブレーション構造１０１が付属の巻回シース（ro
lled sheath）１１６を有することを含み、そこでは、アブレーション構造１０１を内視
鏡１１１に取り付けることは、内視鏡１１の外表面全体にわたって前記シース１１６をほ
どくことを含んでいる。
　巻回シース１１６は、更に、内視鏡１１１の長さに沿ったアブレーション装置１００の
電気的接続体１０９を覆うことができる。関連する方法においては、内視鏡１１１の外表
面全体およびアブレーション構造１０１の一部にわたって、回転シース１１６をほどくこ
とを含むステップにより、アブレーション構造１０１が内視鏡１１１に取り付けられる。
【０１２７】
　他の方法においては、図４０に示されているように、アブレーション構造１０１を内視
鏡１１１に取り付けるステップは、アブレーション構造１０１を内視鏡の溝部に取り付け
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ることを含んでいる。図４０に示されているように、或る実行例では、ハウジング１０７
及びアブレーション構造１０１は、内視鏡１１１の内部作動チャンネル２１１内に配置さ
れ得る内部結合機構２１５に結合されている。図４０における内部結合機構２１５は、内
視鏡の遠位端部１１０で内部作動チャンネル２１１に取り付けられるものとして示されて
いる。この実行例では、ハウジング１０７及びアブレーション構造１０１は、内視鏡１１
１の遠位端部１１０付近で、内視鏡の外表面に整列し結合されるように示されている。
【０１２８】
　消化管の組織にアブレーションを施す或る方法においては、組織表面３は第１処理領域
を含み、アブレーション構造１０１の駆動ステップは、前記第１領域にアブレーションを
施すアブレーション構造１０１の駆動を含み、更に、アブレーション構造１０１を患者か
ら取り外すことなく当該アブレーション構造１０１を第２領域へ移動させることと、この
第２領域にアブレーションを施すためにアブレーション構造１０１を駆動することと、を
含んでいる。
　この意味では、移動させることとは、アブレーション構造を対象部位の特定場所へ移動
させることを指し、その後、治療上効果がある位置への更なる移動が、他のどこかで詳細
に説明されたように、バルーン部材を膨張させることにより、或いは、撓み部材を撓ませ
又は膨張させることにより、様々に実行することができる。
　例えば、消化管の急性の又は慢性の出血部位における管腔の壁部の対象領域の組織表面
３の２つもしくはそれ以上の領域は、アブレーション構造１０１を第１対象領域に指向さ
せ、その後、組織表面３にアブレーションを施すためにアブレーション構造１０１を駆動
することにより、アブレーションを「施すことができる。その後、アブレーション構造１
０１を患者から取り外すことなく、組織表面３の適切な領域のアブレーションのために、
アブレーション構造１０１が、器官の壁部内の第２対象領域に指向させられる。
【０１２９】
　一般に、他の態様においては、取り外し可能に内視鏡遠位端部１１０に結合されたアブ
レーション構造１０１と、当該アブレーション構造１０１を組織表面３の方に向かって移
動させるように適合され構成された撓み機構とを含むアブレーション装置１００が設けら
れている（例えば、図５－１９，２２，２２，２７－２９，３０－３２，３４Ａ，３５Ａ
，３６Ａ，３７，３８，３９，４２，４４及び４７参照）。
【０１３０】
　関連した実施形態においては、アブレーション装置１００は、アブレーション構造１０
１を内視鏡１１１に関して移動させるのに適合したアブレーション構造移動機構を、更に
含んでいる。
　以下で議論され、図２６－２８及び図３０－３２に示されているように、アブレーショ
ン構造移動機構は、アブレーション構造１０１が取り付けられるシース１０３であっても
よく、そこでは、シース１０３は、当該シース１０３の内部に受容された内視鏡１１１に
関してアブレーション構造１０１を移動させるように、構成され配置されている。
　代替的には、以前に議論され、図３４Ａ，３５Ａ，３６Ａ及び図３７－３９に示されて
いるように、アブレーション構造移動機構は、アブレーション構造１００の内部結合機構
２１５の形態であってもよく、そこでは、アブレーション構造は、前記内部結合機構２１
５に接続され、当該内部結合機構２１５の少なくとも一部は、内視鏡に内部的に配設され
ている。
【０１３１】
　別の実施形態では、アブレーション装置１００は、アブレーション構造１０１を内視鏡
１１１に結合するために、内視鏡１１１の外表面全体に嵌合するように設計された結合機
構を、更に含んでいる。以前に議論されたように、螺旋状シース１０４，弾性シース１１
５，巻回シース１１６及び図１５，１６，４０及び４１に示されるような内部結合機構は
それぞれ、かかる結合機構の例である。
　或る特定の実施形態では、結合機構は、アブレーション構造１０１を支持することがで
きるシース１０３を含んでいる。このシース１０３は、チューブ，カテーテル、或いは好
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適な伸長部材である。シース１０３は、連繋する内視鏡とは独立して移動させられること
ができるように、構成され配置される。
【０１３２】
　図４１に示されているように、他の実施形態では、シース１０３は、内視鏡の外表面に
わたってほどくことができる巻回シース１１６として構成され配置されることができる。
使用に際しては、例えば実質的にハウジング１０７の（装置の操作者の視点から）近位端
部付近でアブレーション装置１００に接続された巻回シース１１６は、かかる位置からほ
どかれ内視鏡１１１の近位端部１１２に向かってほどかれ続ける（図４７参照）。
　この方法では、巻回シース１１６は、内視鏡１１１（不図示）の長さの全て又は一部分
と接触し覆うことを生じせしめる。更に、巻回シース１１６が内視鏡１１１に沿って解か
れるとき、巻回シース１１６と内視鏡１１１との間に電気的接続体１０９を挟むことがで
きる（全体的に図４１参照）。
【０１３３】
　別の実施形態においては、図３０及び３１に示されているように、シース１０３は、撓
み機構を支持するように構成され配置されることができ、そこでは、撓み機構は撓み構造
または撓み部材１５０を含んでいる。図３０及び３１に示されているように、撓み部材１
５０が膨張部材１０５である場合には、膨張部材１０５がシース１０３に直接に取り付け
られることができる。
　各ケースにおいて示されているように、膨張部材１０５はアブレーション構造１０１の
配置位置に対向して配置され、それもまたシース１０３に取り付けられる。このシース１
０３の構成は、内視鏡の遠位端部１１０の位置決めに関わりのない膨張部材１０５及びア
ブレーション構造１０１に対する支持をもたらす。
　例えば図３０に示されているように、内視鏡の遠位端部１１０は、当該遠位端部１１０
と、アブレーション構造１０１及び膨張部材１０５が配置されるシース１０３の遠位端部
との間に間隙を設けるように、配置されることができる。これとは対照的に、図３１に示
されているように、内視鏡の遠位端部１１０は、シース１０３の遠位端部を通りそれを越
えて伸長することができる。
【０１３４】
　他の実施形態においては、図２６に示されているように、シース１０３は伸長されるこ
とができる。図２６は、電気的接続体１０９及び膨張ライン１１３を含んでいるシースを
描いている。シース１０３は、当該シース１０３内に進入した空圧式および／または押出
式のワイヤを含んでいるかも知れない。
　使用に際しては、先ずシース１０３が消化管内へ導入されることができ、そこで、シー
ス１０３は、当該シース１０３内の内視鏡１１１の導入のためのカテーテル状のガイドと
しての役割を果たす。その代わりに、先ず内視鏡１１１が導入され、それにより、導入さ
れるべきシース１０３に対するガイドとしての役割を果たす、ようにしてもよい。
　図２６は、また、アブレーション構造１０１が、シース１０３の取付ポイントと反対側
で膨張部材１０５に取り付けられている配置構造において、膨張部材１０５のシース１０
３への取付を示している。
【０１３５】
　図２７及び２８に示された実施形態では、シース１０３は、内視鏡１１１の視覚チャン
ネル（visual channel）と協働するのに適合し構成された光学的に透過する部分１５８を
含んでいる。例えば、シース１０３は、ＰＣＶ，アクリル及びＰｅｂａｘ（登録商標：ポ
リエーテル・ブロック・アミド）を含む、透き通った半透明または透明の重合体のチュー
ブで製作されることができる。
　図２４に示されているように、内視鏡１１１の一つの部品が、内視鏡の遠位端部１１０
から像を取得した組織表面３の視覚画像をもたらす視覚チャンネルとなる。例えば、透過
部分１５８は、シース１０３の当該透過部分１５８を通じて、食道３の壁部の可視化を許
容している。
　図２８及び図２９で与えられる断面図に示されているように、図２７及び２８に示され
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るシース１０３は、視覚チャンネル１６１を有する内部に配置された内視鏡１１１の助け
でもって、当該シース１０３の壁部を通して組織表面３の表示を与えるように構成され配
置された、光学的透過部分１５８を備えている。また、図２９に示されているのは、電気
的接続体１０９及び膨張ライン１１３がその中を通ることができる、シース１０３の一部
分である。
　これらの特徴は、シース１０３の内壁に組み込むことができ、或いはシース１０３の内
壁に取り付けることができる。図２７に示されているように、透過部分１５８を含んでい
るシース１０３は、内視鏡の遠位端部１１０を通り越して伸長することができる。その代
わりに、図２７，２８及び３１に示されているように、内視鏡の遠位端部１１０が、シー
ス１０３の透過部分１５８を通り越して遠位方向へ伸長することができる。
【０１３６】
　別の実行例では、特にアブレーション装置１００を撓ませている間におけるシース１０
３の楕円化および／または潰れを防止するために、シース１０３の透過部分１５８は、そ
こに組み込まれるコイル状のまたは編まれた要素（エレメント）でもって、構造的に補強
されることができる。
【０１３７】
　更なる実施形態においては、シース１０３は、当該シース１０３の近位部分に形成され
たスリット２０３を含んでおり、該スリット２０３は、内視鏡の遠位端部１１０がシース
１０３内へ入ることを許可するために開くように設計されている。図３２に示されている
ように、シース１０３の近位部分は、穿孔区域またはスリット２０３を含むことができる
。スリット２０３は、シース１０３の長さに沿って全長の一部に伸長することができる。
このスリット２０３は、シース１０３が引き戻されることを可能にし、或いは、例えば内
視鏡１１１を当該シース１０３内に導入するときに、シース１０３が開かれることを可能
にする。或る実行例では、図３２に示されているように、シース１０３は、当該シース１
０３を内視鏡１１１に関して所望の位置に固定するために、固定用のカラー（collar）２
０５を、更に備えている。
【０１３８】
　図３３Ａ及び３３Ｂに示されているように、シース１０３の遠位部分は、当該シース１
０３の近位部分よりも小さい外径を有することができ、シース１０３の遠位部分は、内視
鏡１１１がその中へ挿入されるときに（不図示）拡張されるように、適合され構成されて
いる。この実施形態は、シース１０３が先ず消化管内の対象部位へ進行させられる場合に
、内視鏡１１１にアクセスする助けとなることができる。シース１０３の遠位端部は直径
がより小さいがスリット２０３を含んでいるので、内視鏡１１１が進行させられるときに
は、シース１０３のスリット２０３がシース１０３の拡張を許容することから、シース１
０３はより大きな外径の内視鏡１１１を受け合うことができる。
【０１３９】
　一般に、他の態様においては、消化管内の組織にアブレーションを施す方法は、アブレ
ーション構造１０１を内視鏡１１１で支持しながら、前記アブレーション構造１０１を消
化管内へ進行させることを含んでいる。内視鏡の遠位端部１１０は、アブレーション構造
１０１を移動させて組織表面と接触させるために曲げることができ、組織表面３にアブレ
ーションを施す（例えば図４３参照）ためのアブレーション構造１０１の駆動が、それに
続く。或る特定の実施形態では、アブレーション構造１０１が複数の電極を含み、駆動ス
テップが電極にエネルギーを加えることを含んでいる。
【０１４０】
　一般に、他の態様においては、結合機構は、例えば（以前に議論されたように）シース
であるよりも、アブレーション構造１０１を内視鏡１１１に結合するために、内視鏡１１
１の外表面全体にフィット（fit）するように設計され、アブレーション構造１０１に対
してある程度の動作の自由を与えるように適合され構成されるように設計されている。前
記の動作の自由とは、これらに限定されるものではないが、内視鏡１１１に結合されると
きの、内視鏡１１１に関する屈曲および／または回転および／または旋回を含むものであ
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る。前記動作の自由は、１軸，２軸または３軸についてのものであり、それにより、１軸
，２軸または３軸の自由度をもたらしている。好適な結合機構の非制限的な例は、屈曲継
ぎ手（フレックスジョイント），ピン継ぎ手，Ｕ字継ぎ手，球状継ぎ手（ボールジョイン
ト）或いはそれらのあらゆる組み合わせを含んでいる。
　以下に説明する結合機構の実施形態は、対象組織表面３でえ場所を特定されるときに、
支持している内視鏡１１１とアブレーション構造１０１との間の実質的に均一な付加力を
有益にもたらすものである。
【０１４１】
　図４３，４４，４５Ａ及び４５Ｂに示されているように、結合機構は、ハウジング１０
７及び内視鏡１１１に取り付けられた輪状体（リング：ring）２５０であり、そこでは、
ハウジング１０７は、リング２５０の廻りに、屈曲，回転もしくは旋回するように、適合
され構成されている。
　例えば、図４３に描かれているように、アブレーション装置１００がリング２５０によ
って内視鏡１１１の撓み可能な遠位端部１１０に結合されている場合には、消化管の急性
の又は慢性の出血部位での管腔の壁部の組織表面３に向かって装置が撓まされると、ハウ
ジング１０７が、リング２５０廻りの屈曲，回転もしくは旋回の結合により、アブレーシ
ョン構造１０１を組織表面３に接触させる。
　これらの実施形態では、アブレーション構造を支持する内視鏡およびハウジングは共に
、それ自体の長手軸を有しており、これらの軸は互いに平行に配置されている。ハウジン
グを内視鏡に取り付ける結合機構は、ハウジングの長手軸と内視鏡の長手軸との間の旋回
運動を許容する。好都合なことに、内視鏡１１１の遠位端部１１０の撓みによって与えら
れる十分な接触圧力は、治療されるべき組織表面３の平面に関する遠位端部末１１２の精
密な配列に拘わらず、アブレーション構造１０１と組織表面３との間に所望の程度の接触
を生み出すことができる。
【０１４２】
　この開示の目的のために、アブレーション構造１０１と組織表面３との間での、「所望
の程度の接触」，「所望の接触」，「治療上の接触」もしくは「治療上有効な接触」は、
組織表面３上の所定の対象（例えば、消化管の急性の又は慢性の出血部位での管腔器官の
壁部上の部位）の全部または一部とアブレーション構造１０１の全部または一部との間の
、完全な接触または実質的に完全な接触を含むものである。
　治療上の接触は、この開示に記載されたように、典型的には、例えばバルーンのような
拡張可能部材の拡張により、或いは、撓み構造を拡張，移動もしくは撓ませることにより
、装置上のアブレーション面が、そのような接触状態になるように移動させられる結果と
して生じることが、理解されるべきである。
　このようなアプローチの全てにより、かかる移動つまり治療上の接触状態に持ち来すこ
とは、圧力の作用もしくは適用を含むことになる。このような加圧はコープティブ（coap
tive）なアブレーションに影響を及ぼす要因であり、血管の組織を介して作用する圧力は
、それらを部分的に又は実質的に血液を空にせしめ、同時に、血圧により正常にもたらさ
れる血液の流入を阻止する逆圧としての役割を果たす。このように、アブレーション面を
対象組織に対して持ち来すために部材を移動または拡張させる事象は如何なるものであれ
、組織を加圧するものでもあることが理解できる。
【０１４３】
　図４４に示されているように、異なるがなお関連している実施形態では、アブレーショ
ン装置１００の撓み機構が膨張可能部材１０５である場合には、リング２５０結合は、ハ
ウジング１０７及びアブレーション構造１０１の屈曲，回転もしくは旋回を許容している
。以前のケースにおけるように、撓みを介して、ここでは膨張可能部材１０５によって、
もたらされる十分な接触圧力は、アブレーション構造１０１と組織表面３との間に所望の
程度の接触を生み出す。再び好都合なことに、リング２５０結合によってもたらされる屈
曲，回転もしくは旋回により、治療されるべき組織表面３の平面に関する、撓まされた内
視鏡１１１の遠位端部１１０の精密な配列に拘わらず、所望の接触が達成されることがで
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きる。
【０１４４】
　図４５Ａに示されているように、或る関連した実施形態では、アブレーション装置１０
０と内視鏡１１１との間の結合機構は、弾性バンド（band）２５２であり、そこでは、装
置１００のハウジング１０７は弾性バンド２５２に柔軟に結合されている。
　例えば、図４５Ｃに描かれているように、アブレーション装置１００が弾性バンド２５
２によって内視鏡１１１の遠位端部１１０に結合されている場合には、消化管の急性の又
は慢性の出血部位での管腔の壁部の組織表面３に向かって装置１００が撓まされると、弾
性バンド２５２廻りの屈曲により、ハウジング１０７及び、従って、アブレーション構造
１０１と組織表面３との間に精密な配列が達成されることができる。もう一度好都合なこ
とに、弾性バンド２５２結合によってもたらされる屈曲機能により、治療されるべき組織
表面３の平面に関する、撓まされた内視鏡１１１の遠位端部１１０の精密な配列に拘わら
ず、所望の接触が達成されることができる。
【０１４５】
　図４５Ａに示されているように、別の関連した実施形態では、アブレーション装置１０
０と内視鏡１１１との間の結合機構は、リング２５０と弾性バンド２５２の組み合わせで
あり、そこでは、装置１００のハウジング１０７は弾性バンド２５２に結合されている。
　例えば、図４５Ａに描かれているように、アブレーション装置１００が弾性バンド２５
２によって内視鏡１１１の遠位端部１１０に結合されている場合には、消化管（不図示）
の急性の又は慢性の出血部位での管腔の壁部の組織表面３に向かって装置１００が撓まさ
れると、リング２５０廻りの屈曲，回転もしくは旋回と弾性バンド２５２の結合とにより
、ハウジング１０７及び、従って、アブレーション構造１０１と組織表面３との間に配列
が達成されることができる。再び好都合なことに、弾性バンド２５２結合によってもたら
される屈曲，回転もしくは旋回により、治療されるべき組織表面３の平面に関する、撓ま
された内視鏡１１１の遠位端部１１０の精密な配列に拘わらず、所望の接触が達成される
ことができる。
【０１４６】
　別の実施形態では、アブレーション装置１００が、内視鏡１１１の溝部内に嵌るように
構成され配置された、アブレーション装置１００と内視鏡１１１との間の代替的な結合機
構を、更に備えている。前記結合機構は、内部結合機構２１５であり、アブレーション構
造１０１を内視鏡１１１の内部作動チャンネル２１１（図３７及び前述の議論を参照）内
に結合するように構成され配置されている。
【０１４７】
　図３４Ａ，３４Ｂ，３５Ａ，３５Ｂ，３６Ａ及び３６Ｂに示されているように、かかる
結合機構の或る実施形態においては、アブレーション構造１０１が、内視鏡の内部作動チ
ャンネル２１１内に嵌るように構成され配置されている。更に、図３４Ａ，３４Ｂ，３５
Ａ，３５Ｂ，３６Ａ及び３６Ｂに示されているように、関連した実施形態では、撓み機構
も内視鏡の内部作動チャンネル２１１内に嵌るように構成され配置されている。
【０１４８】
　以上に説明され図３４Ａ，３４Ｂ，３５Ａ，３５Ｂ，３６Ａ及び３６Ｂに示された実施
形態の各々においては、膨張可能部材１０５又は拡張可能部材２０９の拡張およびそれに
続く対象組織３の治療の後に、結合手段は、更に、アブレーション構造１０１及び撓み機
構を、内視鏡の内部作動チャンネル２１１内へ、抜き戻し，引き戻し又は取り戻す手段と
しての役割を果たすことができる。しかも、アブレーション構造１０１と内視鏡の内部作
動チャンネル２１１との結合をもたらすことに加えて、前記結合機構は、アブレーション
構造１０１にエネルギーを供給する電気的接続体１０９を含むこともできる。
【０１４９】
　或る関連した実施形態では、アブレーション装置１００が、内視鏡１１１の溝部内に嵌
るように構成され配置された結合機構を更に備え、該結合機構は形状記憶部材を含むこと
ができ、撓み機構は形状記憶部材の曲がり部を含むことができる。
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　図３７から３９に示されているように、内部結合機構２１５は内視鏡の内部作動チャン
ネル２１１内に配置され、内視鏡の遠位端部１００を越えて伸長している。更に、内部結
合機構２１５は撓み部材１５０である撓み機構に接続されることができる。撓み部材１５
０は、曲がり部を含むことができ、また、ハウジング１０７に接続されることができる。
　図３８に示され以前に議論されたように、撓み部材１５０の曲がり部は内視鏡の内部作
動チャンネル２１１内に配置されることができ、アブレーション構造１０１に非配備位置
への移動を生じせしめる。内部結合機構２１５を内視鏡の遠位端部１１０の方に向かって
進行させると、撓み部材１５０の形状記憶特性が、アブレーションに好適な位置へのアブ
レーション構造１０１の配備を容易にする。
【０１５０】
　一般に、或る態様では、アブレーション装置１００のアブレーション構造１０１は、内
視鏡１１１の可視チャンネルと協働するように適合され構成された光学的な透過部分１５
８を備えている。図２７から３１に示され以前に議論されたように、光学的な透過部分１
５８はアブレーション装置１００のシース１０３であってもよい。
【０１５１】
　或る実施形態では、アブレーション装置１００のアブレーション構造１０１は、更に、
第１の形態から、半径方向に拡張した第２の形態へ移動するように、適合され構成されて
いる。図１９から２２に示されているように、アブレーション構造１０１及びハウジング
１０７は、半径方向へ余り拡張していない第１の形態（図２０及び２１参照）から、半径
方向に拡張しアブレーションに役に立つ第２の形態へ、可逆的に移動するように設計され
ることができる。
　ハウジング１０７及びアブレーション構造１０１の可逆式の半径方向への拡張をもたら
す折り畳み可能な又は撓み可能な形態は、減じられた大きさの故に組織表面へのアクセス
を容易にすることができる。更に、折り畳み可能な又は撓み可能な形態は、清掃，導入，
復旧および消化管の急性の又は慢性の出血部位での管腔器官内における装置の再配置に関
して、有用である。
【０１５２】
　図１９Ｂ及び２０に示されるアブレーション装置１００は、アブレーション構造１０１
を、第１の形態（図２０参照）から、半径方向に拡張した第２の形態（図２１参照）へ移
動させるように、構成され配置されたアブレーション構造アクチュエータ１５２を備えて
いる。（図１９Ｂ及び２０に）図示されているように、アクチュエータ１５２は、伸長さ
れ、当該アクチュエータ１５２を受容するように構成され配置された受容体（レシーバ：
receiver）１５４と共に作動するように設計することができる。
　前記アクチュエータ１５２は、ワイヤ，ロッド或いは他の好適な伸長構造体であっても
よい。その代わりに、アクチュエータ１５２は、バルーンを備えた又は備えていない液圧
式の作動手段であってもよい。或る特定の実施形態では、アクチュエータ１５２は補強ワ
イヤ（stiffening wire）である。
【０１５３】
　図２０に示されているように、アクチュエータ１５２がハウジング１０７に取り付けら
れたレシーバ１５４の部分内に配置される以前には、ハウジング１０７及びアブレーショ
ン構造１０１の両方は、第１の形態を有する第１位置にある。図２１に示されているよう
に、アクチュエータ１５２が部分的に又は完全にレシーバ１５４内に導入された後は、ハ
ウジング１０７及びアブレーション構造１０１は、その結果、第１の形態に比べて半径方
向に拡張した第２の形態に変化させられる。アクチュエータ１５２のレシーバ１５４内へ
の導入は、ハウジング１０７及びアブレーション構造１０１をレシーバ１５４の側面に強
制的に位置させ、半径方向へ拡張させる（図１９参照）。
　或る実施形態では、ハウジング１０７は、アブレーション装置１００を対象組織の表面
３付近に位置させるのに好適な収縮した第１の形態にあるヒートセット（heat set）であ
る。対象組織表面３が到達された後は、アクチュエータ１５２は、組織表面３のアブレー
ションに役に立つ半径方向へ拡張した第２の形態を達成するために、レシーバ１５４内へ
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導入されることができる。
【０１５４】
　関連する代替的な実施形態では、ハウジング１０７及びアブレーション構造１０１は、
半径方向に拡張された非拘束の形状を含んでおり、この非拘束の形状は、内視鏡１１１の
遠位端部１１０に向けて遠位方向に配置され、重合体のシース１１５（不図示）によって
圧縮されるときに、潰され又は減じられた半径方向の拡張を許容するために、一つ若しく
はそれ以上の柔軟ポイントを含んでいる。
【０１５５】
　図２１及び２２に示されているように、別の実施形態では、アブレーション装置１００
のアブレーション構造１０１は、第１の形態から、半径方向に拡張した第２の形態へ移動
するように適合され構成されており、アブレーション装置１００は、更に、拡張可能部材
１５６を備えている。この拡張可能部材１５６は、ハウジング１０７と内視鏡１１１との
間に位置することができ、拡張されていない形状では、アブレーション構造１０１は、従
って、第１の形態に構成されている。前記拡張可能部材１５６が拡張すると、アブレーシ
ョン構造１０１の形態は、半径方向に拡張した第２の形態（図２１参照）へ変化させられ
る。
【０１５６】
　或る実施形態では、アブレーション装置１００の撓み機構は、膨張可能な膨張部材１０
５を備えている。図１１，２１，２２，２５Ｂ，２７，２８３０，３１，３４Ａ，３４Ｂ
，４２，４４，４６及び４７に示され、以前に議論されたように、膨張部材１０５は、組
織表面３に関して装置１００の撓みを容易にすることができる。
【０１５７】
　別の実施形態では、撓み機構は、拡張可能部材１５６（以前に詳細に論じられ、図３５
Ｂ及び３６Ｂを参照）を含んでいる。図３５Ｂに示されているように、拡張可能部材２０
９は、拡張可能なステント，フレーム或いはケージ装置であってもよい。また、図３５Ｂ
に示されているように、拡張可能部材２０９は、拡張に先立って折り畳まれ若しくは巻回
されることができる、接続された一連のフープ（hoop）であってもよい。
【０１５８】
　他の有益な実施形態では、アブレーション装置１００は、当該アブレーション装置１０
０を内視鏡１１１の中心軸廻りに回転させるために、内視鏡１１１の近位端部からアブレ
ーション構造１０１へトルクを伝達するように適合し構成されたトルク伝達部材を更に備
えている。
　或る特定の実施形態では、前記トルク伝達部材は、中心軸廻りの内視鏡１１１とアブレ
ーション構造１０１との間の相対運動に抵抗するのに適合した、第１及び第２の連結部材
（interlocking member）を含んでいる。図４６Ｂ，４６Ｃ及び４７に示されているよう
に、或る実施形態では、第１の連結部材はキー（key）２５８であり、第２の連結部材は
キー溝（key way）２５６である。
　或る実施形態では、第１の連結部材は内視鏡１１１を取り巻くシース１０３に取り付け
られ、第２の連結部材はアブレーション構造１０１を支持するカテーテル２５４に取り付
けられている。例えば、図４６Ｂ，４６Ｃ及び４７に示されているように、キー２５８は
内視鏡１１１を取り巻くシース１０３に取り付けられることができ、キー溝２５６はアブ
レーション構造１０１を支持するカテーテル２５４に取り付けられることができる。
　或る更に関連した実施形態では、カテーテル２５４とシース１０３とは、内視鏡１１１
の中心軸に沿った相対運動のために構成され配置されている。シース１０３は、例えば、
重合体のシースであり、当該シース１０３の外側に、実質的にシース１０３の長手軸に沿
って、キー２５８が取り付けられていてもよい。使用に際して、この実施形態は、内視鏡
の近位端部１１２が操作されると、アブレーション装置１００と内視鏡アッセンブリ１１
１とに１対１のトルク伝達をもたらし、また一方では、原位置にある内視鏡の遠位端部１
１０に対して近位側または遠位側の何れかへの、アブレーション構造１０１の位置決めを
もたらす。更に、シース１０３は、カテーテル２５４内に予め組み込まれることができ、
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或いは別に組み込まれることもできる。
【０１５９】
　一般に、或る態様では、アブレーション装置１００は、アブレーション構造１０１と、
当該アブレーション構造１０１を内視鏡１１１の遠位端部１１０に対して取り外し可能に
取り付けるのに適合し、且つ、内視鏡に対して結合するときにアブレーション構造１０１
が内視鏡に関して回転および／または旋回することを許可するのに適合した、結合機構と
を備えて設けられている。
　様々な関連する実施形態が、以下に詳しく設定される。例えば、結合機構がリング２５
０を備え、アブレーション構造１０１は前記リング２５０廻りに回転および／または旋回
するのに適合している実施形態；結合機構が屈曲するのに適合した弾性バンド２５２を備
え、アブレーション構造１０１が回転および／または旋回することを許可する実施形態；
アブレーション装置１００が、アブレーション構造１０１を組織表面３の方に向かって移
動させるように適合し構成された撓み機構を更に備えている実施形態；並びに、かかる撓
み機構が膨張可能部材を含んでいる実施形態。
【０１６０】
　図５６Ａ及び５６Ｂは、ヒンジ１５９上にアブレーション面を備えたアブレーション装
置の図を与えており、前記ヒンジは、図４３に示された機構に類似したやり方で作動し、
アブレーション面にその長手軸と内視鏡の長手軸との間での自由な旋回動作を許容するも
のである。
　図５６Ａは、内視鏡と平行に方位付けられたアブレーション面１０１を備えた装置を示
しており、前記アブレーション面は、消化管の管腔壁部５の内面と所望の対象領域で接し
ている。アブレーション面１０１は、内視鏡内の作動チャンネルから送り出され、また、
当該作動チャンネル内に引き戻されることができる撓み部材１５０によって支持されてい
る。
　図５６Ｂは、内視鏡の長手軸に関して略直角に方位付けられたアブレーション面１０１
の長手軸を備えた装置を示している。これが０（ゼロ）度（内視鏡１１１に平行）から約
１７０度の屈曲範囲にわたってヒンジ１５９上で容易に回転するときに、アブレーション
面１０１の受動的応答として旋回する。図に示されているように、表面の角度は内視鏡に
関して約９０度である。
【０１６１】
　ここに記載された殆どの実施形態は、例示的なアブレーション・エネルギーとして無線
周波数エネルギーを利用し、エネルギー伝達要素として電極を利用してきたが、これらの
例は、エネルギー源およびエネルギーの供給または伝達要素に関して制限するものではな
いことが、留意されるべきである。また、ここに記載されているように、冷凍アブレーシ
ョン手法だけでなく、他の形態のエネルギーが、アブレーションが断片的または部分的で
、ここに記載されているように、対象領域の組織の或る部分にアブレーションが施され、
対象領域の組織の或る部分にアブレーションが施されることがない、やり方で、対象領域
のアブレーションのために供給されてもよい。
【０１６２】
＜内視鏡を通じて配備可能な装置の実施形態＞
　上で述べたように、アブレーション装置は、医師に対して視覚能力を与える内視鏡と結
び付いた様々な方法で、慢性または急性の出血部位に、配備可能または位置決め可能であ
る。例えば、或る内視鏡カテーテルは、バルーン又は他の形態の拡張可能部材と治療上の
接触状態に位置決め可能であり、或いは、撓み部材を移動させ若しくは撓ませ、また、実
施形態は、内視鏡の端部または適切な代替的な部位に取り付けることができ、或いは、ア
ブレーション装置は、内視鏡の作動チャンネル若しくは補助的なチャンネルを通ることが
できる。
　内視鏡の作動チャンネルを通ることができるアブレーション装置は、内視鏡の操作が、
外部装置の特性によって妨げられ複雑化されることが何ら無い点で、また、医師施術者が
、作動チャンネル装置に非常に親しみ深く安心できるので、実用上の利益をもたらす。し
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かしながら、作動チャンネル内部に収容される装置は、典型的には２－５ｍｍの直径のチ
ャンネルの寸法内に嵌る潰れた形態を有する必要がある点が制約である。更に、かかるチ
ャンネル内（in-channel）装置は、収容された又は配備可能な形態と作動する又は配備さ
れた形態との間で、容易に行ったり来たり移動することができる必要がある。チャンネル
内装置の幾つかの例が、図５９Ａから６４に与えられ、以下に説明される。
【０１６３】
　図５９Ａ及び５９Ｂは、送出内視鏡の長手軸に全体として略直交する又は略垂直な広範
な領域のアブレーション面を呈するように構成された内視鏡の作動チャンネルを通して配
備可能なアブレーション装置を示す図である。図５９Ａは、完全に展開された形態での前
記装置を示している。また、図５９Ａは、展開配備された形態と内視鏡の作動チャンネル
内に収容されるために潰された形態との間の途中の形態での装置を示したものである。
　装置４００は、内部同軸ロッド４１０を支持している軸（シャフト：shaft）４１の遠
位端部に支持されている。結合部４１２では、同軸ロッドは、アブレーション・エネルギ
ー供給面１０１を支持する複数の支柱４２０が結び付いている。前記結合部４１２からは
ワイヤ４３０も伸長しており、フレーム要素４４０によって更に支持されているアブレー
ション・エネルギー供給面の背面１０１ｂの中心部に至っている。
　同軸ロッドを遠位方向へ押すことにより、同軸ロッドが作動チャンネルから前方へ突き
出し、アブレーション面が開いて広範な領域のアブレーション・エネルギー供給面をもた
らす。同軸ロッドが近位方向へ引き込まれると、アブレーション・エネルギー供給面は、
傘をたたむようにしてそれ自体で引っ込められ、作動チャンネル内へ引き入れられること
ができる形態になる。代替的な実施形態では、アブレーション・エネルギー供給面１０１
とその支持フレーム要素４４０とは、広い管腔表面によりうまく当たるように、平坦より
も凸状の前面をもたらすのに適合している。
　装置およびアブレーション面は、内視鏡で支持されているおかげで操縦可能であり、更
に、操作する医師が、対象領域と有効な治療上の接触をなすために、手動で圧力を与える
能力を有することが分かる。また、アブレーション供給要素が、この開示のどこかに記載
されたあらゆる形態において、アブレーション面１０１上に配置され得ることが分かる。
【０１６４】
　図６０は、全体として送出内視鏡１１１の長手軸に略平行なアブレーション面１１１を
呈するのに適合した内視鏡１１１の作動チャンネル１１２を通して展開可能なアブレーシ
ョン装置４００の実施形態を示している。この装置は、アブレーション電極が掛け渡され
る（例えば、ニチノール（Nitinol）でなる）２つの平行な折り畳み可能な形状記憶リブ
４１５を有するアブレーション構造を備えており、前記掛け渡された電極は、展開された
状態ではリブ間の空間に張り渡され、アブレーション面１０１を形成するように構成され
ている。
　内視鏡１１１の作動チャンネルから支持シャフト４１の遠位端部が押し出されると、支
持リブ４１５が、その好ましい形態に従って拡張する。支持シャフトが内視鏡内へ引き戻
されると、リブ４１５の近位側の傾斜が付けられた部分が、作動チャンネルの開口部を通
過しながら、リブを一緒に引き込む。アブレーション面１０１は、対象領域内にアブレー
ションの焦点部位を与えるのに適合している。
【０１６５】
　図６１Ａ及び６１Ｂは、送出内視鏡の長手軸に略平行なアブレーション面１０１を呈す
るのに適用される内視鏡１１１の作動チャンネル１１２を通して展開可能なアブレーショ
ン装置４００の実施形態を示している。装置のアブレーション面１０１の支持部の近位端
部４１６は傾斜が付けられ、また、実質的に平坦（フラット：flat）であるが転動可能な
横向きの曲面バイアス（laterally-curved bias）を備え、内視鏡１１１の作動チャンネ
ルから押し出されるときには回動しないが、内視鏡１１１の作動チャンネル内へ引き戻さ
れるときには、傾斜が付けられた近位端部４１６が作動チャンネル１１２のエッジ部（ed
ge）を通過するように持ち来されたときに当該傾斜が付けられた近位端部４１６に作用す
る力により、自身を中心にして回動する。アブレーション面１０１は、対象領域内に、特
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に、比較的狭い管腔の壁部に対して、アブレーションの焦点部位を与えるのに適合してい
る。
　図６１Ａは、作動チャンネルから前方へ突き出て展開した形態での装置を示している。
図６１Ｂは、作動チャンネル内で引き込まれた状態で見られることになる装置を示してお
り；装置の遠位端部は、支持体４１６の近位部分を含み、アブレーション面１０１はそれ
自体の廻りに巻き付けられ又はコイル状に巻かれている。
【０１６６】
　図６２は、アブレーション面１０１に近接して柔軟（フレキシブル：flexible）な曲が
り部４１８，４１９があるおかげで、送出内視鏡の長手軸に略直交するアブレーション面
を呈するのに適合している点を除いては、図６１の装置に類似した、内視鏡１１１の作動
チャンネル１１２を通して展開可能なアブレーション装置の一実施形態を示している。装
置のアブレーション面に対する支持体４１６は、その近位端部に傾斜が付けられており、
また、実質的に平坦であるが転動可能な横向きの曲面バイアスを備え、作動チャンネルか
ら押し出されるときには回動せず、作動チャンネル内へ引き戻されるときには自身を中心
にして回動する。
【０１６７】
　図６３は、外方に面して円周方向に方位付けられた円形または螺旋形のアブレーション
面１０１を呈するのに適合した、内視鏡１１１の作動チャンネル１１２を通して展開可能
なアブレーション装置４００の一実施形態を示している。前記円形または螺旋形部分は、
内視鏡の作動チャンネルから出て来ると非コイル状（uncoiled）になり、作動チャンネル
内へ引き戻されるとコイル状に巻かれて直線状の形態になる。
【０１６８】
　図６４は、図６０から図６３に示される装置に共通な、アブレーション面の回路層およ
び例示的な材料の斜視および断面の詳細図である。アブレーション面支持体４１６の材料
は、例えばニチノールが有するような超弾性形状記憶特性を有している。支持体の層の上
端には回路の裏当て４１７が積層され、該裏当て層の上面には、装置の無線周波数エネル
ギー供給エレメントを備える銅配線が在る。
【０１６９】
＜アブレーション面の液圧清浄をもたらす特徴＞
　血液および／または血管の無線周波数による凝固の間、例えば細胞外液および細胞質の
液体のような他の液体と同様に凝固した血液が、電極に固着するかもしれず、その後に続
くアブレーションを、より効果が低くより制御しにくいものにすることになる。電極へ血
液または凝固物が固着する危険性（リスク：risk）を最小限にとどめるために、幾つかの
手法が用いられる。
　そして、幾つかの実施形態では、凝固物の固着を防止するために、電極および／または
隣接した表面に非接着表面が用いられる。この非接着表面は、導電性の電極要素に隣接す
る材料用に、例えばシリコン，ＰＴＦＥ，ＦＥＰなどの物質によって与えられる。この代
わりとしては、電極の導電性要素および／または隣接した材料は、（硬化した形態または
未硬化の形態の）シリコン，ＰＴＦＥ，他のフルオレポリマー，レシチン，オイル，糖脂
質、或いは他の潤滑性がある有機性または非有機性の被覆（コーティング）の薄い層で被
覆されよう。
　電極とアブレーション部位との間の電気回路に及ぼすこれらのコーティングの影響を最
小限にとどめるために、コーティングは、最小のインピーダンス及び／又は回路への抵抗
効果を有するように選定される。高インピーダンスのコーティングは、電力損失を招き、
組織の部位への効率的なパワーの伝達を妨げることになる。例えば、０．１から１００μ
ｍの範囲の硬化したシリコン・コーティングが、この用途に適切であるかもしれない。ま
た、別の実施形態においては、初期の僅かなアブレーションの後に顕著な量のコーティン
グが導電性の要素を焼き尽くすが、それでもなおコーティングが隣接した材料上に残る。
【０１７０】
　別のより積極的に清浄化する実施形態においては、電極表面の凝固物の固着を防止し又
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は取り除くために、流体洗浄が行われる。そこで、図６５Ａ及び６５Ｂは、液圧洗浄の特
徴を含む部分的に周状のアブレーション面１０１を備えたアブレーション装置１００の実
施形態を描いたものである。この装置は、全体としては図５６に描かれたものと類似して
おり、図４３に描かれたものと類似した長手方向に旋回する機構を備えている。２つのラ
インが、アブレーション面１０１に役立つように、装置の近位端部から遠位方向へ伸びて
おり、そのうちの一つは、配分のためのアブレーション・エネルギーを供給する電気的接
続体であり、他の一つは、アブレーション面に洗浄流体を運ぶ液圧ライン１２１である。
　図６５Ｂは、アブレーション面１０１、並びに、洗浄チャンネル・システム１２２及び
多数の出口穴１２３に至る液圧ライン１２１のより詳細な斜視図を示している。アブレー
ション面１０１は、ここの他のどこかで説明されたあらゆる形態の電極配列を含んでいる
が、洗浄要素に焦点を当てるために図示されていない。
　洗浄システムは、生理的に適切な溶液を運び、医師によって手動で操作されるかもしれ
ず、或いは、無線周波数エネルギーの供給に続いて適切な間隔および割合で洗浄をもたら
すコントローラによって自動的に制御されるかもしれない。
【０１７１】
＜用語および慣例＞
　別の方法で規定しない限り、ここで用いられた全ての技術用語は、肥満症治療手術の分
野における当業者によって普通に理解されると同様に、アブレーション技術および代謝条
件および疾患に対するアブレーション治療の分野における当業者によって普通に理解され
ると同じ意味を有している。
　本出願では、特定の方法，装置および材料が説明されているが、ここに記載されたもの
と同様の又は相当するあらゆる方法および材料が、本発明の実践において用いることがで
きる。本発明の実施形態が幾つかの詳細なそして例示的な図面によって説明されているが
、かかる図面は理解の明瞭化のみを目的とするものであり、限定することを意図するもの
ではない。
　本発明の理解を伝えるために、記載中に様々な用語が用いられてきたが；これらの様々
な用語は、その通常の言語上または文法上の変形例または形式に広がるものである、こと
が理解されよう。また、技術用語が、商標名，ブランド名、或いは一般名によって指称さ
れる装置，機器あるいは薬剤に言及する場合、これらの用語または名称は現在最新の例と
してもたらされ、本発明はかかる文言の範囲によって限定されるものではない、ことが理
解されよう。後日になって導入される技術用語であって、当代の用語の派生語として、或
いは当代の用語により受け入れられる階層型のサブセットの指定として、合理的に理解さ
れ得るものは、今の当代の用語によって記載されたものとして理解されよう。
　更に、例えば、機構あるいは接合的な治療上のアブレーションの利点の理解をもたらす
ことの促進に、幾つかの理論的な考察が提示されているが、本発明のクレームはかかる理
論に束縛されるものではない。また更に、あらゆる実施形態の１つ若しくはそれ以上の特
徴は、本発明の範囲から逸脱することなく、あらゆる他の実施形態の１つ若しくはそれ以
上の他の特徴と、組み合わせることができる。
　更に、また、本発明は、例示の目的で述べられた実施形態に限定されるものではなく、
その各要素が資格を与えられた等価性の全範囲を包含して、本特許出願に付属したクレー
ムの公明正大な解釈によってのみ規定されるものである、ことが理解されるべきである。
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摘要(译)

实现止血，窦性毛细血管扩张症（GAVE），门脉压力高前进疾病胃病
（PHG），辐射诱导Purokutopashi和结肠疾病，如发育不良畸形和血管
发生的动静脉难道，为了消除长期性出血性疾病，装置和方法导致消化
道的区域的消融已提供。通常结合足够的压力提供消融，以便以多种方
式实现粘结凝固。作为在本发明中提供的，消融粘膜开始，从以受控方
式消化道深入地渗透。可以通过电极设计和尺寸，能量密度，功率密
度，应用数量，应用模式和压力来执行消融控制。控制也是兴趣消融的
区域内的一个组织，但可以对一些通过分级消融带来保持基本不受影
响。该装置的实施例包括跨越360度的消融电极阵列和跨越小于360度的
弧的电极布置。
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